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茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略

進捗状況報告書

（令和6年度実施事業）



(１)茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略における適切な進行管理

表１　みどりの基本計画生物多様性ちがさき戦略における評価の実施時期
R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

(２)評価の実施時期等の変更について

表２　みどりの基本計画生物多様性ちがさき戦略における評価の実施時期の変更
R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

　「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物多様性ちがさき戦略」第6章において、計画の適切な進行管理を位置付けて
おり、計画立案(PLAN)、事業実施(DO)、進捗状況の評価・検証(CHECK)、計画改善(ACTION)を基本のサイクルとし
たPDCAサイクルをもとに、重点的に進める事業を中心とした適切な進行管理を行うものとしています。
　計画を着実に推進するために、計画期間の前期及び後期終了後に茅ヶ崎市みどり審議会（以下「審議会」とい
う。）による評価を実施するとともに、進捗状況等について審議会へ報告することとし、事業改善、事業計画の
見直しを行いながら計画を推進します。

　「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物多様性ちがさき戦略」における評価については、前述のとおり、PDCAサイ
クルをもとに進行管理を行い、計画期間の前期及び後期終了後に審議会による評価を実施することとしていま
す。
　しかしながら、計画策定時に想定しえなかった新型コロナウイルス感染症の影響により第４回自然環境評価調
査の実施が延期され、調査結果を前期評価に反映できなくなったこと、また、当初のスケジュールでは、特に後
期評価の結果を次期計画策定に適切に反映させることが難しいものとなっています。
　そのため、令和５年度より３か年かけて実施している第４回茅ヶ崎市自然環境評価調査の結果を踏まえた評価
を実施し、評価結果を次期計画策定へ反映するため、評価の実施時期を変更し、前期評価、後期評価を一体的に
実施する期末評価を実施することとします。

みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略 計画期間

前期評価 後期評価

自然環境評価調査・市民満足度調査の結果を

踏まえ、期末評価を実施。

評価結果を次期計画策定に反映する。

第4回茅ヶ崎市自然環境評価調査

次期計画

市民満足度調査

みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略 計画期間 次期計画

前期評価 後期評価

第4回茅ヶ崎市自然環境評価調査

市民満足度調査

期末評価

1



(５) 進捗状況報告の見直しについて

　進捗状況報告の様式、活動、活動量の数値設定といった進捗状況報告の記載内容については、毎年度の進捗状
況報告に対する審議会の意見等を踏まえ、必要に応じて見直します。

　進捗状況報告をまとめるにあたり、第三者でも親しみを持てるものとなるよう「簡潔な文章」、「分かりやす
い表現」に留意します。

　進捗状況報告及び期末評価を実施するにあたり、次の２点に留意します。

①活動実績等の数値的なデータを用いて、施策の効果等について分析・考察する。

　計画の進捗状況報告や期末評価にあたり、前年度の取組結果を記述するのみでなく、各施策に示した活動（実
績）から、可能な限り、施策を実施した効果について分析・考察します。期末評価の際には、基本方針ごとに設
定した指標の推移及び施策の実施効果等について分析・考察を行います。

②分かりやすい進捗状況報告書の作成

(４) 進捗状況報告・期末評価を行う際の留意点

図　進捗状況報告と期末評価の流れ

(３)茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略に係る進捗状況報告・期末評価について

　本計画の着実な推進を図るため、施策の進捗状況について、重点的に進める事業の進捗状況は毎年度、個別施
策の進捗状況は概ね３年度毎に審議会へ報告することとしていますが、評価時期等の変更に伴い、すべての施策
に関する活動状況（実績）等について審議会へ毎年度報告を行います。この毎年度行う活動状況（実績）の分
析・考察を自己評価（進捗状況報告）と位置づけ、審議会に報告するとともに、審議会からの意見等を評価結果
とし、施策に反映することで計画の適正なPDCAサイクルの確立に取り組みます。
　また、期末評価の実施にあたっては、３つの基本方針ごとに設定した「計画の進捗状況を確認する指標」の推
移と各施策におけるこれまでの活動状況（実績）から、基本方針ごとに施策の実施効果について分析・考察（自
己評価）を行い、審議会からいただいた自己評価に対する意見（答申）を外部評価と位置づけ、最終的な評価結
果について市ホームページ等で公表します。

評価の決定

報告書の公表

自己評価

施策の進捗状況報告

基本方針ごとの分析・考察

外部評価

審議会による意見等

審議会による答申
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(6)　茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略の体系図

▼基本方針 ▼施策 ▼傾向※

①公園整備の推進 ↗

②公園施設長寿命化や公園リニューアル ↗

③公共施設のみどりの充実 →

④学校のみどりの充実 →

⑤道路のみどりの充実 ↘

⑥民有地のみどりの充実 →

⑦都市拠点のみどりの充実 ↘

⑧防災・減災機能を持つみどりの充実 →

⑨景観・文化資源を形成するみどりの充実 →

計画の進捗状況を
確認する指標

⑩河川のみどりの充実 ↘

緑地の確保目標量 ⑪海岸のみどりの充実 →

P.6 ⑫農地のみどりの充実 ↘

⑬特に重要度が高い自然環境の確保 →

⑭生きものが生息・生育するみどりの確保 →

計画の進捗状況を
確認する指標

⑮絶滅危惧種対策 →

重要度が高い自然環境
における指標種の確認状況

⑯外来種対策 →

P.34 ⑰自然環境評価調査の実施 →

⑱庁内及び関係機関との連携 ↘

⑲生物多様性の保全活動を推進するしくみづくり ↗

⑳市民との連携 →

㉑教育機関との連携 ↘

㉒事業者との連携 ↘

計画の進捗状況を
確認する指標

㉓人材育成 ↗

みどりや生物多様性に関
する市民の意識

㉔資金の充実 ↘

P.48 ㉕進行管理 ↘

※「昨年度と比較した活動傾向」を示します。
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基本方針１

人々が身近に
ふれあうみどりの充実

基本方針２

生きものが生息・
生育するみどりの確保

基本方針３
みどりと人々がであう
協働のしくみづくり
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R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

か所数
整備面積

箇所
ha

箇所
ha

箇所
ha

箇所
ha

箇所
ha

公園緑地
課

面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
公園緑地
課

平均面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
公園緑地
課

協議件数 件 件 件 件 件
公園緑地
課

か所数
整備面積

箇所
ha

箇所
ha

箇所
ha

箇所
ha

箇所
ha

公園緑地
課

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

活動内容

事業量（実績）

担当課

１　公園整備の推進

・公園整備にあたっては、公園が不足し充実が求められる地域への配置を推進します。
・公有地化による整備だけでなく、Park-PFIなど民間活力を導入した整備や借地による整備などを推進
　します。
・市民に親しまれる公園とするため、近隣住民との協議や景観法に基づく協議を活用します。
・周辺のまちづくりと調和のとれた公園とするため、必要に応じて公園区域の見直しを検討します。
【重点的に進める事業】
　公園が不足し充実が求められる地域での公園整備の検討

取組　地域に親しまれる都市公園の整備・維持管理の推進

　施設緑地の中核となる都市公園について、公園・緑地が不足している地域での公園整備を推進するとともに、立
地特性や自然環境を生かしたレクリエーション拠点としての機能の充実を図り、周辺のまちづくりと調和のとれた
整備を進めます。また、地域住民に親しまれる公園・緑地とするため、市民や事業者などと協働により、適切な維
持管理等に取り組みます。また、民間活力を導入した整備や借地による整備など、公有地化だけでなく、整備に向
けた様々な制度などの活用を図ります。

都市公園の
整備状況

借地公園の整備状況

　市民一人当たりの都市公園面積については、令和４年度に主に住宅開発等に伴う公園・緑地整備により、景観法
に基づく協議を実施しながら○○箇所、△△㎡整備したことにより、○○㎡/人となりました。また、公園・緑地
が不足している地域において、借地公園制度を活用することにより、身近なレクリエーション空間の充実に取り組
みました。
　公園・緑地の維持管理については、○○か所の維持管理を行うとともに、公園愛護協会により○○か所の公園に
おいて、市民や事業者などとの協働による適正な維持管理が行われました。

市民一人当たりの
都市公園面積

街区公園１か所
当たりの面積

景観法に基づく
公園協議

　開発行為等に伴う公園・緑地整備のため、都市公園の整備が進んでいるものの、街区公園１か所当たりの面積は
○○㎡となっており、身近なレクリエーション空間として十分な確保につながっていないと考えられます。そのた
め、主に公園・緑地が不足している地域において、○○箇所の借地公園を設置しているほか、市民緑地の開設に向
けた検討を進め、地域におけるうるおいのある空間整備を進めることができました。

記載例
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・みどりの基本計画に位置付けた施策を記載。

・みどりの基本計画に記載されている当該施策を推進するための基本的な考え方や方向性
　などについてそのまま記載しています。

・重点的に進める事業が位置づいている場合、その事業内容をそのまま記載しています。

・当該施策の基本的な考え方や方向性を踏まえ、取り組むべき事案等を抽出・設定し、
　記載しています。

・上記で設定した取り組みの方向性に基づき、個別・具体的に進める取り組み等の目的や
　内容について記載しています。

・当該年度の活動内容における事業量（実績）を基に、施策を実施した効果や課題などについての
分
　析・考察を記載する。

・当該年度の活動内容における事業量（実績）を基に、実際に実施した取組内容について
　具体的な数値等を用いて記載します。重点事業が紐づく施策については、重点事業に関す
　る取組内容（実績）も記載します。

・個別・具体的な取り組みの進捗状況を把握するため、数値等で把握可能な活動内容を設
　定。当該年度における事業量（実績）を経年比較（直近５年程度）することで、当該活
　動の取組状況や進捗状況等を把握できるようにします。
・活動内容について、各年度の事業実施内容に基づき実績値を記入してください。（活動
　内容の追加可能です。）
・活動内容を累計で表す場合、表中に「累計」と明記します。
・担当課名を記載することで責任を明確にします。
・前年度からの活動傾向の増減を、矢印で示しています。
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基本方針１　人々が身近にふれあうみどりの充実

施策１ 公園整備の推進

施策２ 公園施設長寿命化や公園リニューアル

施策３ 公共施設のみどりの充実

施策４ 学校のみどりの充実

施策５ 道路のみどりの充実

施策６ 民有地のみどりの充実

施策７ 都市拠点のみどりの充実

施策８ 防災・減災機能をも持つみどりの充実

施策９ 景観・文化資源を形成するみどりの充実

施策１０ 河川のみどりの充実

施策１１ 海岸のみどりの充実

施策１２ 農地のみどりの充実
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基本方針１ 人々が身近にふれあうみどりの充実

１．自己評価

〇各施策の取組と効果を総括

〇課題と今後の方向性

　市街化区域の緑地面積の割合が減少傾向にある中、地権者の理解・協力のもと保存樹林制度や借地公園、生産緑地など民有
地におけるみどりの保全に取り組んでいる一方で、コロナ禍以降、保存樹林の新規指定が休止していることは、今後の市街化
区域におけるみどりの保全に関して課題であると認識しています。
　また、小・中学校をはじめ高度成長期に建築された多くの公共施設においては、樹木の高木化や枯損木が発生するなどの課
題が生じており、小・中学校においては樹木点検を行い、倒木のおそれがある樹木については随時対応していますが、継続し
て行う必要があります。公共施設におけるみどりの保全とともに生物多様性の保全に配慮した維持管理の方法については、今
後検討すべき課題であると考えます。
　今後、引き続き開発行為等によるみどりの減少が予想される中、特に市街地におけるみどりの確保については、民有地にお
けるみどりの保全・確保が中心的な課題であると考えます。そのため、様々な媒体を活用してみどりのもつ多面的機能やその
効果に関して周知啓発を行うとともに、保存樹林制度をはじめ市民緑地制度や特定生産緑地制度の活用等、関係者の協力を得
ながら、日常生活にうるおいを与えるみどりの保全・再生・創出に取り組みます。

　基本方針１の進捗としては、計画の進捗状況を確認する指標のうち「緑地の確保量」は、市街化区域、都市計画区域面積に
おける緑地面積の割合共に、昨年度に比べ減少しています。
　一方、もう一つの指標である「都市公園等※の施設として整備すべき緑地」は、都市公園、都市公園等の市民一人当たりの
面積共に、昨年度に比べ微増しています。
　施策としては、市街化区域におけるみどりの保全・確保のため、都市公園の整備や保存樹林の継続、生産緑地の指定等に継
続して取り組んでおります。
　開発行為等にあたっては、敷地面積に応じて公園・緑地の整備が行われているものの、公園・緑地が不足している地域への
整備等、みどりによるうるおいのある空間整備に引き続き取り組む必要があります。
　新たな施策実績としては、「公共施設のみどりの充実」として、（仮称）松林地区地域集会施設等複合施設（コミュニティ
センター）整備に伴う緑化計画において、特に四季が感じられる花や実がなるような地域の在来種を中心とした植栽計画とな
るよう事業者等と協議を行うことで、地域のモデルとなる緑化の推進に取り組みました。
　また、道路や水路のみどりについては、施設管理面における適切な維持管理の実施により、みどりの保全に取り組みまし
た。

　公園や市街地に残された樹林などの民有地、街路樹などの様々なみどりを保全・再生・創出することで、みどりとのふれあ
いの機会の提供やみどりの多様な機能を活用し、豊かな生活を送ることができるまちづくりを推進します。
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２．指標の推移

① 緑地の確保目標量

② 都市公園等※ の施設として整備すべき緑地の目標

※都市公園等は、都市公園に加え、児童遊園、青少年広場、未公告公園・緑地などの都市公園以外で公園・緑地に準じる機能を持つ施設を示します。

R10
（2028）

　人々が身近にふれあうみどりや生きものが生息・生育するみどりを確保の状況を、次の指標から把握し、施策実施の効果を検証しま
す。

各年４月１日時点

R10時点の目標値 実績
（年度）

H30
（2018）

R元
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

項目

市街化区域面積に
おける緑地面積

（割合）

面積（ha） 191.38 189.84 192.46

割合（％） 8.62 8.55 8.51 8.38 8.35 8.20 7.99

189.08 186.22 185.45 182.14 177.39

8.67

都市計画区域面積に
おける緑地面積

（割合）

面積（ha） 660.86 659.3 659 689.68

割合（％） 18.48 18.44 18.43 18.38 18.33 18.15 18.06

657.27 655.43 649.05 645.76

3.39

19.29

各年４月１日時点

R10時点の目標値 実績
（年度）

H30
（2018）

R元
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

項目

都市公園の
市民一人当たり面積

㎡/人 3.37 3.38 3.58

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R10
（2028）

3.40 3.38 3.38 3.39

4.91 4.90 4.91 4.98
都市公園等の

市民一人当たり面積
㎡/人 4.96 4.96 4.98 4.98

9



１　公園整備の推進

・
・
・
・

【重点的に進める事業】
公園が不足し充実が求められる地域での公園整備の検討

取組１　地域に親しまれる都市公園の整備・維持管理の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

箇所数
面積（ha）

178か所
82.03ha

179か所
82.10ha

181か所
82.37ha

186か所
82.99ha

187か所
83.23ha

↗ 公園緑地
課

面積（㎡） 3.39㎡ 3.40㎡ 3.38㎡ 3.39㎡ 3.39㎡ ↗ 公園緑地
課

箇所数
面積（ha）

８か所
1.72ha

10か所
2.24ha

９か所
1.96ha

８か所
1.72ha

７か所
1.68ha

↘ 公園緑地
課

検討数
開設数

０か所
０か所

０か所
０か所

１か所
０か所

１か所
０か所

１か所
０か所

→ 景観みど
り課

箇所数 ３か所
（内１か所拡張）

０か所 １か所 ６か所
（内１か所拡張）

１か所 ↘ 公園緑地
課

箇所数 48か所 49か所 49か所 50か所 51か所 ↗ 公園緑地
課

○取組内容（実績）

都市公園の整備状況

公園整備にあたっては、公園が不足し充実が求められる地域への配置を推進します。
公有地化による整備だけでなく、Park-PFIなど民間活力を導入した整備や借地による整備などを推進します。
市民に親しまれる公園とするため、近隣住民との協議や景観法に基づく協議を活用します。
周辺のまちづくりと調和のとれた公園とするため、必要に応じて公園区域の見直しを検討します。

担当課

　施設緑地の中核となる都市公園について、公園・緑地が不足している地域での公園整備を推進するとともに、立
地特性や自然環境を生かしたレクリエーション拠点としての機能の充実を図り、周辺のまちづくりと調和のとれた
整備を進めるとともに、民間活力の導入や借地による整備等、公有地化だけでなく、整備に向けた様々な制度の活
用を図ります。
　また、地域住民に親しまれる公園・緑地とするため、市民や事業者などとの協働により、適切な維持管理等に取
り組みます。

活動内容

公園愛護会活動

　都市公園の整備状況は、都市計画法及び茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例に基づく公
園・緑地整備により、前年度に比べ１か所0.24ha増加し、市民一人当たりの都市公園面積については3.39㎡に増加
しました。
　また、公園・緑地が不足している地域において、身近なレクリエーション空間の充実を図るため、借地公園制度
や市民緑地制度の活用について検討を行いました。
　公園・緑地の維持管理については、茅ヶ崎市緑化事業協同組合やシルバー人材センターなどに委託するととも
に、51か所の公園において地元の方を中心とした公園愛護会が設立されており、市民や事業者などとの協働による
適正な維持管理を実施しました。

市民一人当たりの
都市公園面積

未公告公園の整備状況
（借地公園）

市民緑地の開設

まちづくり条例に基づく
公園等の設置
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○取組の効果・課題等

　開発行為等に伴う公園・緑地の整備に伴い、都市公園の設置は増加しているものの、小規模な公園等が多く、身
近なレクリエーション空間として十分な確保につながっていないと考えられます。そのため、公園・緑地が不足し
ている地域における整備を優先的に取り組むとともに、引き続き市民緑地の開設に向けた検討を進めることによ
り、みどりによるうるおいのある空間整備に取り組みます。

11



２　公園施設長寿命化や公園リニューアル

・
・

【重点的に進める事業】
「公園施設長寿命化計画」の推進

取組１　公園施設の長寿命化及び再整備の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

策定状況
更新施設数

-
-

策定
７か所
８施設

９か所
12施設

14か所
23施設

↗ 公園緑地
課

施設 570件 577件 575件 586件 609件 ↗ 公園緑地
課

再整備
個所数

１か所
（管理棟太陽
光発電設備）

-
-

-
-

-
-

-
-

→ 公園緑地
課

整備数 - - - １か所 - ↘ 公園緑地
課

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

「公園施設長寿命化計画」の策定による、遊具などの公園施設の長寿命化を推進します。
長寿命化や公園リニューアルにあたっては、周辺のまちづくりの状況を踏まえながら、防災・減災機能の充実
やユニバーサルデザインへ配慮するとともに、近隣住民との協議や景観法に基づく協議を活用します。

担当課

　公園施設の安全・安心な利用を図るため公園施設長寿命化計画を策定し、遊具や付帯施設等の適切な維持補修及
び更新に取り組みます。
　また、平成27（2015）年３月に策定した中央公園再整備計画に位置付けた園路やベンチの増設等の再整備を進め
るとともに、公園が持つ防災・減災機能やレクリエーション機能などの充実及びユニバーサルデザインに配慮した
公園整備を推進します。

活動内容

　公園施設の長寿命化については、公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改定版】（国土交通省）及び公園施設
長寿命化計画（令和３年策定）に基づき、14か所23施設において遊具をはじめパーゴラなどの付帯施設を更新した
ことにより、安全・安心な公園利用につながっています。
　また、都市公園法に基づき、公園施設614件について調査点検を実施したところ、老朽化により12件のスプリン
グ遊具や鉄棒等を使用中止とし、次年度以降の修繕や更新に向けた協議を実施しました。

　重点事業に位置付けた公園施設長寿命化計画の検討については、令和３年度に公園施設の長寿命化に関する計画
を策定し、同計画に基づき、順次公園施設の更新を行うとともに定期的なパトロールを継続的に実施することによ
り、安全・安心な施設利用につながっているものと考えます。
　また、中央公園の再整備については、管理棟やステージ等の改修後、南側外周道路の歩道の改修や小舗石舗装な
どバリアフリーの観点による再整備の実施が課題となっています。
　インクルーシブな視点を取り入れた公園整備については、利用者や地元関係者等と協議をしながら、今後の設置
を検討していきます。

公園施設長寿命化計画
に基づく施設の更新

公園施設に関する
点検の実施

中央公園再整備計画に
基づく再整備

ユニバーサルデザイン
に配慮した公園整備
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３　公共施設のみどりの充実

・

・

【重点的に進める事業】
緑化ガイドラインの作成

取組１　公共施設整備に伴う緑化の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

緑化率(%)
緑化面積(㎡)

24.4%
5,115.13㎡

維持管理 維持管理 維持管理 維持管理 → 資産経営
課

緑化率(%)
緑化面積(㎡)

15.94%
370.12㎡

維持管理 維持管理 維持管理 維持管理 → 建築課

緑化率(%)
緑化面積(㎡)

-
-

1,076.67㎡
（本館・広場）

18.66%
1,228.79㎡

（駐車場整備後）

維持管理 維持管理 → 博物館

緑化率(%)
緑化面積(㎡)

-
-

-
-

-
-

15.61％
2,421㎡

（予定値）

15.03%
2250,62㎡
（予定値）

↘ 産業観光
課

緑化面積(㎡) 30.5㎡ 17㎡ 30㎡ 364㎡ 0㎡ → 産業観光
課

緑化率(%)
緑化面積(㎡)

-
-

-
-

-
-

15.87％
3,018.22㎡
（予定値）

15.87％
3,018.22㎡
（予定値）

→ 資源循環
課

緑化率(%)
緑化面積(㎡)

-
-

-
-

-
-

15.00％
496㎡

（予定値）

15.38％
508.85㎡
（予定値）

→ 保健企画
課

緑化率(%)
緑化面積(㎡)

-
-

-
-

-
-

-
-

20.05％
300.90㎡
（予定値）

↗ 市民自治
推進課

整備状況 検討休止 検討休止 検討休止 検討休止 検討中 ー
景観みど
り課

市役所本庁舎建設に
伴う緑化

市営小和田住宅外複合
施設建設に伴う緑化

博物館整備に伴う緑化

道の駅整備に伴う緑化

公共施設では、立地特性を踏まえて、市民の日常生活空間にうるおいを与え、地域のモデルとなる緑化を推進
します。
「19 生物多様性の保全活動を推進するしくみづくり」に位置づけた緑化ガイドラインを活用するとともに、木
材利用の指針の整備などを検討します。

担当課

　公共施設の整備においては、地域の立地特性等を踏まえ、当該地域のモデルとなるよう在来種を中心とした緑化
の推進に取り組みます。
　また、土地利用や公共工事等による生物多様性に対する危機を軽減するため、生物多様性の保全に配慮した緑化
ガイドラインの整備について検討を進めます。

活動内容

道の駅整備関連事業に
伴う緑化等
（ポケットパーク）

粗大ごみ処理施設整備
に伴う緑化

保健所整備に伴う緑化

（仮称）松林地区地域集
会施設等複合施設（コ
ミュニティセンター）整
備に伴う緑化

緑化ガイドラインの
作成
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○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

　(仮称)松林地区地域集会施設等複合施設（コミュニティセンター）に係る施設整備について、在来種を中心とし
た植栽となるよう事業者と協議を実施するとともに、みどり審議会へ植栽計画に関する報告を実施しました。
　道の駅整備事業に係る緑地の整備については、目的外使用等による迷惑行為に関する不安の声が地元からも多く
寄せられたことを受け、県、茅ケ崎警察署及び道の駅指定管理予定者等と協議を重ね、緑地の一部を警察官立寄所
となる道路管理施設を整備することとなったため、緑地面積の予定値が減少しています。
　市営小和田住宅や市役所本庁舎建設などに伴い設置した公共施設内の植栽帯については、各施設管理者において
除草、剪定等を行い、継続してみどりの適切な管理に努めています。
　緑化ガイドラインの作成については、今年度から作成に向けた検討を再開し、他市の先進事例の研究を行いまし
た。

　新たな公共施設整備については、植栽計画や建築物を含めた景観形成計画の策定段階において、みどり審議会や
景観審議会の答申や意見を勘案した計画とすることで、施設整備に伴うみどりの充実につながっているものと考え
ます。植栽計画の立案にあたっては、施設コンセプトも踏まえ、本市独自の在来種の推奨樹種リストを活用するこ
とにより、公共施設における良好なみどりの充実、保全につながっているものと考えます。
　道の駅の整備に伴う緑化については、今後のオープンに伴い、多くの人の来場が予想されるため、適切な維持管
理をすることで、多くの人々にとって、みどりと身近にふれあい、感じることができる施設になることを期待しま
す。
　また、市営小和田住宅や市役所本庁舎等、多くの公共施設においてみどりが適切に維持管理されている一方、高
度経済成長期に建築された公共施設においては、樹木の高木化や枯死も見られ、みどりの保全とともに安全管理上
の課題が生じています。
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４　学校のみどりの充実

・
・
・

【重点的に進める事業】
緑化ガイドラインの作成

取組１　小・中学校における緑化の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

小学校
中学校

-
-

-
-

-
-

10校
５校

-
-

↘
景観みど
り課・教
育施設課

設置校数
（累計）

１校 １校 １校 １校 1校 → 教育施設
課

設置校数
（累計）

３校 ３校 ３校 ３校 ３校 → 教育施設
課

小中学校
（32校）

８校 ５校 ７校 ５校 ２校 ↘ 環境政策
課

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

みどりのカーテン
実施校数

　小・中学校においては、除草や枝払い等の日常的な維持管理を実施し、みどりの保全に取り組むとともに、汐見
台小学校では５年生の学習活動で屋上に設置した田んぼや畑を活用した授業を実施しました。
　また、小・中学校２校において、みどりのカーテンづくりに取り組み、施設の壁面緑化に取り組みました。
ビオトープの設置状況については、新たな設置が行われていないことから調査を行いませんでした。

　小・中学校においてみどりの適切な管理が行われていることにより、児童・生徒をはじめ教職員や近隣住民等、
多くの市民に対する身近なみどりの保全に寄与できているものと考えます。
　学校施設の多くが高度経済成長期に建築されているため、今後の学校施設の建替計画においては、みどりの充実
に関して関係課との協議が想定されます。

学校の施設管理面に考慮しながら外周部や屋上など施設内の緑化を推進します。
整備した緑地の環境教育への活用を推進します。
市民と連携した学校ビオトープの設置や調査に関する支援を検討します。

担当課

　教育委員会関係課及び学校関係者と協議・調整のもと、学校ビオトープの整備や施設緑化の取り組みを推進しま
す。

活動内容

学校ビオトープ（水辺
環境）の設置校数

学校緑化の推進

（屋上緑化）

学校緑化の推進
（中庭の芝生化）
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５　道路のみどりの充実

・

・
・

【重点的に進める事業】
緑化ガイドラインの作成

取組１　道路整備に伴う街路樹緑化や適正な維持管理の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

整備面積
（㎡）

30.5㎡ 17㎡ - - - → 道路建設
課

維持管理
地区数

11地区 11地区 11地区 11地区 11地区 →
公園緑地
課・道路
管理課

要望数 33件 49件 48件 49件 37件 ↘ 建設総務
課

対応件数 ２件 １件 ３件 ５件 ３件 ↘
公園緑地
課・道路
管理課

整備数
整備面積

ー ー
１か所
30㎡

１か所
364㎡

ー ↘
産業観光
課・道路
建設課

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

　街路樹の枝払いや剪定、落ち葉清掃等について、一括した業務委託を行うことで、計画的かつ効率的な植栽の維
持管理に取り組むとともに、国道及び県道の植栽帯については、適正な維持管理に向け管理者へ37回の要望を行い
ました。
　また、強風等による街路樹の倒木等の際には、道路の安全性確保及び街路樹の適正な管理の視点から緊急的な対
応を行いました。

　街路樹の枝払いや剪定、落ち葉清掃等について、一括した維持管理を行うことにより計画的かつ効率的な植栽管
理を実施でき、道路におけるみどりの保全につながっています。
　また、国道・県道の街路樹維持管理について、市民等からの要望等を適切かつ迅速に管理者に届けることによ
り、道路緑化の適切な維持管理につながったと考えます。

道路整備や街路樹リニューアルにおいては、地域にふさわしい樹種による街路樹緑化を推進するとともに、国
道や県道の道路緑化についても働きかけます。
道路整備後に残地が発生した場合は、交流の場としてのポケットパーク整備を検討します。
街路樹の効率的な維持管理を推進します。

担当課

　道路整備事業に伴う街路樹の設置による緑化を推進するとともに、既存街路樹の適正管理に取り組みます。

活動内容

道路整備に伴う
街路樹整備

街路樹の適正管理

街路樹等に関する
国県への要望

街路樹等に関する
緊急対応

道路におけるポケット
パークの整備
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６　民有地のみどりの充実

・

・
・
・

【重点的に進める事業】
・
・
・

取組１　まちのみどりの保全・再生・創出の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

届出数 ７件 ４件 ２件 ０件 ２件 ↗ 都市計画
課

件数
面積（㎡）

29件
3,541.12㎡

22件
3,761.28㎡

33件
11,841.96㎡

20件
3,335.46㎡

18件
4,331.59㎡

↘ 景観みど
り課

件数
面積（ha）

28件
3.5ha

28件
3.5ha

26件
3.3ha

25件
3.2ha

25件
3.2ha

→ 景観みど
り課

回数 10回 17回 12回 13回 １回 ↘ 景観みど
り課

本数 19本 19本 18本 18本 18本 → 景観みど
り課

検討数
設置数

０か所
０か所

０か所
０か所

１か所
０か所

１か所
０か所

１か所
０か所

→ 景観みど
り課

か所数
面積（㎡）

15か所
35,412㎡

15か所
35,305㎡

15か所
35,287㎡

14か所
34,365㎡

14か所
34,365㎡

→ 青少年課

引取回数
配布回数

０回
０回

１回
３回

０回
０回

１回
１回

０回
０回

↘ 公園緑地
課

か所
面積（ha）

８か所
1.72ha

10か所
2.24ha

９か所
1.96ha

８か所
1.72ha

７か所
1.68ha

↘ 公園緑地
課

○取組内容（実績）

みどり豊かなまちづくりを推進するため、「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」や「茅ヶ崎市のまちづく
りにおける手続及び基準等に関する条例」、景観法に基づく協議などを活用し、民有地の緑化を推進します。
住宅などの民有地緑化や市街地に残された樹林の保全を支援します。
樹木を譲りたい人と引き取りたい人を結びつけるグリーンバンク制度を推進します。
市街地における公開された緑地の創出を図るため、市民緑地制度の活用を促進します。

担当課

　日常生活にうるおいを与え、みどりとのふれあいの機会を提供する身近なみどりの保全・再生・創出を図るた
め、市街地を中心に民有地の緑地保全や開発行為等における緑化の推進に取り組み、みどりの持つ多様な機能を活
用したまちづくりを進めます。

活動内容

　保存樹林制度においては25件約3.2haの民有地を、保存樹木に関しては18本の樹木を前年度から引き続き指定
し、それぞれ保全に取り組むとともに、更新時期を迎える保存樹林等において、生きものの生息・生育調査を実施
しました。
　市民緑地の整備に関しては、設置に向けた協議・調整を所有者等と継続して実施しました。青少年広場に関して
は、土地所有者のご理解・ご協力のもと、継続して市内14か所に開設しており、指標種が確認されている青少年広
場では、植物の生育に配慮した維持管理を実施しています。
　まちづくり条例に基づく植栽帯の整備については、18件約4,331.59㎡の植栽帯が新設され、開発行為等の規模に
応じた植栽帯の確保が行われました。

土地利用基本条例に
基づく助言・指導

まちづくり条例に
基づく植栽帯の整備

保存樹林制度の活用

保存樹林における
生物調査

「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」の活用（保存樹林等・市民緑地など）
「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続き及び基準等に関する条例」に基づく緑化の推進
民有地緑化への支援

保存樹木制度の活用

市民緑地の設置
（再掲）

青少年広場の設置

グリーンバンク制度の
推進

未公告公園の整備状況
（借地公園等）
（再掲）
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○取組の効果・課題等

　市内の保存樹林は、近年において漸減傾向となっているものの、引き続き、土地所有者のご理解・ご協力のも
と、南側地域を中心に25件3.2haの民有地を保存樹林として指定しているほか、クロマツやクスノキ等18本を保存
樹木として指定することにより、民有地におけるみどりの保全につながっているものと考えます。
　また、一部の保存樹林では生きもの調査を実施し、その結果を地権者に報告することで地権者によるみどりの保
全に対する意識の醸成につながりました。
　赤羽根第二青少年広場では、市準絶滅危惧種のミヤコグサやクララのほか草地指標種であるホタルブクロの生育
が確認されており、生物多様性に配慮した維持管理の効果が生じているものと考えます。
　まちづくり条例に基づく植栽帯の整備においては、本市独自の在来種の推奨樹種リストを活用することにより、
良好なみどりの創出につながったと考えます。
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７　都市拠点のみどりの充実

・

※

取組１　人が集まり賑わいが生じるみどり豊かな都市拠点整備の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

整備状況
（㎡）

０㎡ ０㎡ ０㎡ 13.5㎡ ０㎡ ↘ 拠点整備
課

登録者数
派遣回数

21人
４回

18人
３回

15人
３回

15人
６回

14人
３回

↘ 景観みど
り課

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

都市拠点※においては、人が集まり賑わいが生まれるよう、みどり豊かな空間の創出を目指し、近隣住民との
協議や景観法に基づく協議などを活用し、緑化を推進します。

都市拠点：「ちがさき都市マスタープラン」で位置づけている茅ヶ崎駅周辺や辻堂駅西口周辺、香川駅周辺の
鉄道駅を中心とした拠点施設

担当課

　建替事業が進む浜見平地区再整備において、生活・防災の機能を持つ拠点として整備を進めるとともに、人が集
まり賑わいが生じるようなみどり豊かな空間の創出に取り組みます。

活動内容

　都市拠点における開発行為に対して、景観まちづくりアドバイザーを３回派遣し、植栽計画等に対して景観形成
基準に基づく助言・指導を行いました。
　浜見平地区の松尾川雨水幹線緑道化整備についても景観まちづくりアドバイザーを活用し、又学識者やＵＲ都市
機構等で構成された推進検討会議に諮り、整備内容について協議しました。

　浜見平地区の松尾川雨水幹線緑道化整備について、景観まちづくりアドバイザーを活用したことにより、官民連
携した一体感のある整備内容を検討することができ、今後の浜見平地区におけるみどりの充実に繋がったものと考
えます。

浜見平地区再整備に
伴う植栽整備

景観まちづくりアドバ
イザーの活用
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８　防災・減災機能を持つみどりの充実

・

・

【重点的に進める事業】
「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」の活用（保存樹林等・市民緑地など）

取組１　市民の安全・安心を支えるみどりの保全・回復・創出の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

件数
面積（ha）

28件
3.5ha

28件
3.5ha

26件
3.3ha

25件
3.2ha

25件
3.2ha

→ 景観みど
り課

件数
（ha）

238件
38.34ha

216件
35.59ha

199件
32.35ha

補助制度の
廃止

-
-

ー
下水道河

川建設課

件数 ４件 ９件 ６件 11件 ７件 ↘
景観みど
り課・公
園緑地課

維持管理
地区数

11地区 11地区 11地区 11地区 11地区 →
公園緑地
課・道路
管理課

検討数
設置数

０か所
０か所

０か所
０か所

１か所
０か所

１か所
０か所

１か所
０か所

→ 景観みど
り課

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

みどりの防災・減災機能に着目し、農産物の生産の場としてだけでなく、遊水機能などを有している水田など
の農地や樹林の保全を推進します。
延焼遅延や雨水貯留機能などを持つ街路樹や市街地の樹林などのみどりの保全を推進します。

担当課

　市街地の樹林や街路樹、農地などみどりの持つ延焼遅延機能や雨水貯留機能などを考慮したみどりの保全・回
復・創出に取り組みます。

活動内容

　災害時における延焼火災が危惧される南部地域において、まとまったみどりを保存樹林として16か所を指定して
いることにより、地域における防災力の向上等につながり、みどりが持つ防災・減災機能を活かしたまちづくりに
つながっているものと考えます。
　また、特別緑地保全地区においては、市が実施した保全作業に加え、日頃の市民団体や教育機関等との協働によ
る保全活動が、森林が持つ多面的機能の維持保全につながり、防災・減災機能の向上に寄与しているものと考えま
す。

　保存樹林制度の活用により、市街地において25件約3.2haの樹林を保全することで、災害時における延焼遅延や
雨水貯留機能の保持等、防災・減災機能の保全・充実に取り組みました。
　また、水田等の遊水機能を有する土地に対する補助制度については、市街化区域における雨水幹線の整備が概ね
100％となり、遊水機能を持つ土地の必要性の理解が一定程度広まったこと等から、令和４年度をもって制度を廃
止しました。
　清水谷及び赤羽根字十三図周辺の特別緑地保全地区においては、土砂災害防止や水源の涵養等、森林が持つ多面
的機能を発揮するため、枯損木の伐採や林床環境の整備等の森林保全業務委託を７件実施しました。

保存樹林制度の活用
（再掲）

水田の遊水機能の保全
（補助制度の運用）

特別緑地保全地区内の保
全作業（委託業務）

街路樹の適正管理
（再掲）

市民緑地の開設
（再掲）
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９　景観・文化資源を形成するみどりの充実

・
　
・
　
・
　
・

【重点的に進める事業】
特別緑地保全地区指定の推進（赤羽根斜面林）

取組１　茅ヶ崎の価値や魅力を体感できるみどりの保全・再生・創出

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

か所数
面積（ha）

２か所
7.8ha

２か所
7.8ha

２か所
7.8ha

２か所
7.8ha

２か所
7.8ha

→ 景観みど
り課

候補地
検討状況

２か所
休止

２か所
休止

２か所
検討

２か所
休止

２か所
休止

→ 景観みど
り課

届出数
設置量

55件 83件 58件 74件 58件 ↘ 景観みど
り課

指定件数 ８件 ８件 ９件 ９件 ９件 → 景観みど
り課

指定件数 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 → 景観みど
り課

回数 34回 61回 74回 66回 96回 ↗ 社会教育
課

回数
参加人数

コロナにより
中止

１回
25人

１回
21人

１回
19人

１回
19人

→ 社会教育
課

○取組内容（実績）

特別緑地保全地区の指
定

特別緑地保全地区の指
定検討

景観形成基準に基づく
助言・指導
（沿道のみどりの充実）

ちがさき景観資源の指
定

良好な景観を形成するみどりの保全・再生・創出を推進するため、「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び
基準等に関する条例」や「茅ヶ崎市景観計画」に基づき、沿道のみどりの充実などを誘導します。
市民が日常望見する位置にあり、景観上も優れている赤羽根の斜面林については、特別緑地保全地区の指定を
推進します。
市民ボランティアによる社寺林などの実態調査を進めるとともに、文化財や景観重要樹木などの保全を推進し
ます。
「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業」と連携し、自然とふれあい、歴史をめぐる回遊動線の検討など優
れた地域資源を活用します。

担当課

　茅ヶ崎の歴史・文化を感じる旧街道や別荘地の面影を残す松林や地域の自然的景観を形成するみどり等、日常生
活にうるおいを与えるまちのみどりの保全・再生・創出に取り組みます。

活動内容

景観重要樹木の指定

指定文化財に対する維
持管理等（鶴嶺八幡宮
等）

ちがさき丸ごとふるさ
と発見博物館事業との
連携

　赤羽根斜面林における特別緑地保全地区の指定に向けた検討については、令和３年２月に神奈川県が当該地を土
砂災害警戒区域等に指定したため、指定に向けた検討を休止しています。
　また、茅ヶ崎市景観計画に示した景観形成基準に基づき、沿道のみどりの充実を図るため、開発事業者に対し58
件の指導助言を行いました。地域に親しまれている４本の景観重要樹木については、定期的な目視点検を実施し、
樹容の確認等適切な保全に努めました。
　さらに、市指定文化財に指定している鶴嶺八幡宮及び松並木等における維持管理については、年間96回のパト
ロールを行うとともに樹木の剪定を実施しました。ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業との連携においては、
講座（基礎編）の中で本市の自然に関する講座を実施し、19人の参加がありました。
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○取組の効果・課題等

　赤羽根斜面林における特別緑地保全地区の指定については、都市緑地法に基づき公有地化した場合、土砂災害発
生時における土地所有者の法的責務の重大性を鑑みると、指定に対し慎重にならざるを得ないと考えます。
　また、景観形成基準に基づく指導・助言等の結果、在来種を中心とした植栽が行われ、うるおいのあるまちなみ
形成に寄与していると考えます。
　さらに、文化財に対し定期的なパトロールを実施していることにより、鶴嶺八幡宮及び松並木において樹木の剪
定等の対応ができ、通行の安全性の確保並びに本市の歴史を後世に伝えるみどりの保全・再生につながっているも
のと考えます。
　ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業との連携においては、対面による講座を実施し、茅ヶ崎の身近な自然を
知る機会を創出しました。
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10　河川のみどりの充実

・

・

取組１　河川整備等に伴うみどりのネットワーク形成の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

維持管理
（除草等）

１回 １回 １回 ３回 ２回 ↘
下水道河

川管理課

実施回数 １回 １回 ２回 １回 ３回 ↗ 景観みど
り課

実施回数
参加人数

２回
22人

２回
64人

３回
78人

５回
171人

５回
104人

↘ 景観みど
り課

協議回数 ０回 ４回 ４回 ５回 ２回 ↘
下水道河

川建設課

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

河川整備や既設護岸の改修にあたっては、河川の状況に応じて、多自然川づくりや水辺に親しみ自然とふれあ
える親水護岸の整備、散策路となるような管理用通路の緑化を検討します。
維持管理における生物多様性の保全に配慮した草刈りの実施や土砂の管理を検討します。

担当課

　相模川をはじめ小出川や千ノ川、駒寄川などそれぞれの河川の流域特性や国をはじめ神奈川県や関係者等との協
議を踏まえ、周辺の公園、緑地、農地などと連続したみどりのネットワークの形成を推進するとともに、水辺の自
然にふれあうことができるよう生物多様性に配慮した川づくりを推進します。

活動内容

　千ノ川及び駒寄川において河川の除草を２回実施しました。また、駒寄川において特定外来生物であるナガエツ
ルノゲイトウについて、可能な限り駆除することで拡散防止に取り組みました。
　小出川遊水地計画については、自然環境保全に関する協議や周辺道路の整備等について、事業実施主体である神
奈川県藤沢土木事務所と２回の協議を行いました。
　また、河畔林においては、アレチウリやオオブタクサ等の除却作業を市民や民間企業との共働により実施しまし
た。

　除草等の維持管理を行うことで、河川の流路を確保及び、外来種の繁殖を抑制することができています。
　また、小出川遊水地計画において、事業実施主体である神奈川県藤沢土木事務所から湿地環境の保全に向けた調
査業務の結果報告を受け、引き続き湿地環境の保全・回復に向け県と市で連携を図ることとなりました。

河川のみどりの保全

相模川河畔林に対する
関係者協議

相模川河畔林に
おける保全活動

国・県との協議
（小出川）
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11　海岸のみどりの充実

・

取組１　海岸特有の生息・生育環境の保全・再生に向けた取り組みの推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

回数
種数

１回
１種

-
-

-
-

-
-

-
-

→ 景観みど
り課

開催回数
参加者数

-
-

-
-

１回
約100人

１回
約100人

１回
約100人

→ 拠点整備
課

堆積砂の
提供

約3,000㎥ 約3,000㎥ 約3,000㎥ 約3,000㎥ 約3,000㎥ → 農業水産
課

○取組の効果・課題等

○取組内容（実績）

　海岸植生の保全については、昨年度に続いて市民団体を中心としたイベントの支援を行いました。イベントで
は、ハマヒルガオやハマボウフウといった海岸植生に関する周知活動や侵食している外来種の駆除を実施し、約
100名が参加しました。
　海岸侵食防止対策事業においては、海岸管理者である神奈川県が継続的な養浜事業を実施するとともに、本市で
は、昨年度に引き続き海岸における砂浜の浸食防止対策として、神奈川県の養浜事業に対し、茅ヶ崎漁港海岸公園
に堆積する約3,000㎥の砂を養浜材として提供しました。

　海浜植生の保全については、イベントを通じて海岸特有の植物の生育や生育環境の保全について周知することが
できました。今後についても海浜植生の保全に関するイベント主催者と協議しながら市民に対する教育環境の充実
に取り組みます。
　また、市民団体の主催により、海岸植生の保全に関するイベントを継続して実施できたことは、海岸における生
物多様性やみどりの保全の周知・啓発につながっているもので、今後についても市民に対する教育環境の取り組み
は重要であると考えます。

海岸特有の生きものの生息・生育環境として貴重な砂浜などの飛砂や潮風から住民の生活を守る海岸のみどり
の保全・再生に向けた事業を推進します。

担当課

　柳島をはじめ漁港周辺や汐見台等、茅ヶ崎海岸の特性を踏まえた生きものの生息・生育環境の保全・再生の取り
組みを推進します。

活動内容

海岸植生の保全
（海浜植物の移植）

海浜植生の保全
（保全活動支援）

養浜材の提供

30



31



12　農地のみどりの充実

・

・

・

【重点的に進める事業】
市街地の農地保全の推進

取組１　農地の保全と市街地農地の確保に向けた取り組みの推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

指定面積
（ha）

124ha 124ha 124ha 124ha 124ha → 農業水産
課

指定件数
面積
（ha）

383件
54.0ha

380件
53.2ha

368件
51.4ha

334件
47.1ha

324件
45.6ha

↘ 都市計画
課

指定件数
面積
（ha）

-
-

-
-

266件
39.8ha

13件
1.3ha

1件
0.2ha

↘ 都市計画
課

（ha） 32.4ha 30.1ha 28.6ha 32.0ha 27.4ha ↘ 農業水産
課

人数 79人 76人 68人 61人 64人 ↗ 農業水産
課

人数 ２人 １人 ３人 ２人 ３人 ↗ 農業水産
課

品目数 11品目 16品目 17品目 12品目 13品目 ↗ 学務課

箇所数
面積
（ha）

59件
4.3ha

61件
4.5ha

59件
4.2ha

59件
4.2ha

59件
3.9ha

↘ 農業水産
課

○取組内容（実績）

神奈川県が指定する農業振興地域及び市が指定する農用地区域については、市の農業振興の拠点として指定の
継続を推進します。
市街地の農地を確保するため、生産緑地地区の追加指定とともに、特定生産緑地制度や都市農地の貸借の円滑
化に関する法律(平成30年法律第68号)に基づく制度の活用に取り組みます。
農地の保全に寄与する市民農園や観光農園、茅ヶ崎産農産物を学校給食へ活用する地産地消を推進するととも
に、環境保全型農業に関係する事業を支援します。

担当課

　農業用地の保全や新規就農者の支援、市街地の農地の確保等に取り組むとともに、地産地消の推進に取り組むこ
とで、農地のみどりの保全を推進します。

活動内容

農業振興地区の指定

生産緑地の指定

特定生産緑地の指定

市街化区域内の農地の
保全

援農ボランティア
登録数

新規就農者数

給食における
地元産品の使用

市民農園の設置

　営農環境を維持するため、農業用排水路の維持管理業務を事業者へ委託し、農業用排水路の正常な運用に取り組
みました。
　また、繁忙期等に人手を必要とする農家に対し支援者を紹介する援農ボランティア制度においては、登録者64人
に対し受入農家は45件となり、年間５件のマッチングが成立しました。
　生産緑地については、相続等の影響により20件1.5ha減少した一方で、追加・拡大に向けた周知啓発を広報紙等
で行い、324件45.6haを引き続き指定するとともに特定生産緑地として1件0.2haを指定することができ、まちなか
のみどりを確保しています。
　茅産茅消の取り組みとして、市内小学校19校及び中学校13校中６校の給食において、市内農家が生産したかぶ、
大根等を使用した献立の提供を行いました。また、小学校においては地場産の米を使用するだけでなく、児童が実
際の田んぼに行き生産者との交流を行ったほか、本市の特産品の一つであるシロナスを使った献立の提供を行いま
した。提供を行った際には、市広報番組やＳＮＳで周知を行いました。
　また、特定農地貸付法に基づく市民農園については、59か所（新規指定４か所）の設置となり、農地のみどりの
保全にむけた取り組みを推進しました。
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○取組の効果・課題等

　農業用排水路の整備や援農ボランティア制度の充実等の基盤整備等に関する取り組みを進めたほか、新規就農支
援を行ったことで新規就農者が３人増加する等、農地の保全及び農業従事者の充実に取り組んだことにより、農業
の支援とともに農地のみどりの保全・充実につながっていると考えます。
　また、小・中学校給食において、地元農家が生産したかぶや大根等を使用した献立を提供することにより、茅産
茅消の推進及び農地の保全につながっていると考えます。
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施策１３ 　特に需要度が高い自然環境の確保

施策１４ 　生きものが生息・生育するみどりの確保

施策１５ 　絶滅危惧種対策

施策１６ 　外来種対策

施策１７ 　自然環境評価調査の実施

基本方針２　生きものが生息・生育するみどりの確保
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基本方針２ 生きものが生息・生育するみどりの確保

１．自己評価

〇各施策の取組と効果を総括

〇課題と今後の方向性

　生物多様性の保全に向けて、市民団体をはじめ地元企業や教育機関等と重要な自然環境の保全や外来種の拡散防
止、生態系ネットワークの形成に取り組んだことで、在来種を中心とした植生への変化や林床環境の改善が見ら
れ、保全活動の成果が表れています。そのため、関係機関等との連携による継続的な保全活動に取り組みます。
　レッドリスト対象種の保全については、開発行為等に伴う移植（代償ミティゲーション）を実施し、種の保全に
寄与している一方で、対象種に応じた適切な生息・生育環境の確保と、移植後の管理方法が課題となっています。
　外来種対策としては、令和５年度に市管理水域内で初めて特定外来生物のナガエツルノゲイトウが確認され、駆
除作業を実施しました。これについては定着防止のため引き続きモニタリング及び駆除・根絶に向けた取り組みが
必要です。
　第４回茅ヶ崎市自然環境評価調査の実施にあたっては、過去最高数の111人の調査員にご協力いただけていま
す。今後、令和７年度上半期にかけて引き続き調査を行い、下半期において調査結果の取りまとめ・分析を行いま
す。

　基本方針２に関する進捗としては、計画の進捗状況を確認する指標として「自然環境評価調査での指標種の確認
状況」を定めており、令和５年度より３か年かけて第４回茅ヶ崎市自然環境評価調査（以下「評価調査」とい
う。）を実施しています。
　評価調査では、着々と指標種の発見報告が挙げられている一方、土地が人為的に改変されたことによって植生に
大きな変化が起きた地点があることや、昆虫の確認種数や発生時期が例年と異なることから、猛暑等の気候の影響
と思われる変化がみられたことが報告されています。
　施策としては、生物多様性の保全のため、重要な自然環境の保全と生態系ネットワークの形成及び外来種対策
等、生きものが生息・生育するみどりの確保に関する取り組みを推進しました。
　特別緑地保全地区である清水谷や赤羽根字十三図周辺をはじめとした特に重要度が高い自然環境が残されている
地域においては、市民団体や教育機関、地元企業等との協働により、生物多様性に配慮した保全作業を実施するこ
とができました。日頃の保全活動の結果、樹木が成長して暗くなっていた林床が明るい林床に変化した、外来種の
繁殖が抑制できたといった成果が表れています。
　保存樹林については、令和元年度より相続の発生等による減少傾向が続いているものの、令和６年度においては
地権者等のご理解・ご協力のもと25件3.2haの保存樹林が継続され、市街地における生きものの貴重な生息・生育
環境及び生息・生育空間をつなぐみどりの確保・保全につながり、生態系ネットワークの維持に寄与しています。
　また、公共工事予定地において、「茅ヶ崎市レッドリスト2017」の準絶滅危惧種であるクララの代償ミティゲー
ションを実施したため、継続的なモニタリングが必要です。
　なお、特別緑地保全地区の指定推進については、令和３年２月に指定候補地の多くが土砂災害特別警戒区域等に
指定され、それに伴う当該区域内の安全性の確保や土地所有権に基づく法的責任の課題が生じており、見直し及び
再検討が必要なことから指定に向けた活動を休止しています。

　現在、地球規模で私たちの生活を支えている生物多様性が失われつつあります。人々が将来にわたり生物多様性
からの恵みを受けて豊かな生活を送れるよう、生物多様性の保全に関する取組を推進する必要があります。生物多
様性を保全し、次世代へ継承していくためには、生物多様性やその恵みについて理解を得ることが必要です。
　また、様々な生きものを育んできた北部丘陵をはじめとした様々なみどりの状況を把握し、保全・再生に取り組
んでいきます。
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２．指標の推移

① 自然環境評価調査での指標種の確認状況

　なお、指標種の確認数が維持されていても、固有性の高い種の減少や確認種の分布状況の変化、環境区分ごと
の確認種の割合の変化などの状況により、環境の変化に注意が必要な場合があります。
　自然環境評価調査は、市民との協働による調査であり、これまでの計３回の調査の中で調査地域や調査方法、
調査体制などを検討しながら実施してきており、調査精度の違いにより確認種数の増減がみられます。また、気
候変動などの地球規模での環境の変化が調査結果に影響を与える可能性があるとともに、生きものの発生や飛来
の状況は年により変動します。
　このような調査の特性をふまえながら、調査結果を総合的に分析・評価し、必要に応じて保全施策や保全管理
作業のあり方などを検討します。

調査中

柳島 28種 - - - - 調査中 調査中 調査中

確認で
きる指
標種の
数を維
持する

自然環境評価調査での
指標種の確認状況

柳谷 75種 -

調査中 調査中

平太夫新田 28種 - - - - 調査中 調査中

調査中 調査中 調査中

赤羽根
十三図

42種 - - - - 調査中

長谷 38種 - - - -

調査中

清水谷 63種 - - - - 調査中 調査中 調査中

- - 調査中 調査中

- - 調査中 調査中 調査中-

行谷 72種 - -

項目

　自然環境評価調査などにより、重要度が高い自然環境の生きものの生息・生育状況を把握し、より良好な状態
で自然環境を保全することを目指し、確認できる指標種数を維持することを指標とします。これまで３回の調査
を実施する中で指標種や調査範囲の見直しを行ったため、第３回調査を基準とします。

R10時点の目標値 実績
（年度）

H30
（2018）

R元
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R10
（2028）
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13　特に重要度が高い自然環境の確保

・

・

【重点的に進める事業】
特別緑地保全地区指定の推進（行谷）

取組１　特に重要度が高い自然環境の保全に向けた各種制度の活用及び維持管理の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

か所数
指定面積
（ha）

２か所
7.80ha

２か所
7.80ha

２か所
7.80ha

２か所
7.80ha

２か所
7.80ha

→ 景観みど
り課

実施回数
延参加人数

49回
325人

49回
325人

48回
337人

50回
408人

45回
299人

↘ 景観みど
り課

実施回数
延参加人数

12回
55人

５回
51人

５回
59人

５回
45人

５回
37人

↘ 景観みど
り課

実施回数
延参加人数

２回
22人

２回
64人

３回
78人

８回
179人

５回
104人

↘ 景観みど
り課

候補地
検討状況

２か所
検討中

２か所
検討中

２か所
休止

２か所
休止

２か所
休止

→ 景観みど
り課

策定か所数
面積（ha）

３か所
8.82ha

３か所
8.82ha

３か所
8.82ha

３か所
8.82ha

３か所
8.82ha

→
景観みど
り課・公
園緑地課

○取組内容（実績）

保全管理計画等の
策定状況

　重要度の高い自然環境とされた地区のうち、清水谷と赤羽根十三図では多様な生き物の生息・生育が確認されて
おり、平太夫新田は生物の移動経路としての機能が評価されています。
　これらの地区において、それぞれの地区に応じた保全管理に対する基本的な考え方等に基づき、市民団体や教育
機関、地元企業との協働により、保全作業を実施しました。
　清水谷において45回延べ約300人、赤羽根字十三図周辺において５回延べ37人、平太夫新田では5回104人の参加
のもと、外来種の駆除や湿地環境の保全等、生きものの生息・生育環境の維持保全に取り組みました。
　特別緑地保全地区の新たな指定については、対象地が令和２年度に神奈川県より土砂災害警戒区域等に指定され
たことに伴い、指定に向けた検討を休止しています。

特別緑地保全地区
制度による保全

保全活動の実施
（清水谷）

保全活動の実施
（赤羽根字十三図周辺）

保全活動の実施
（平太夫新田）

特別緑地保全地区の指
定検討（再掲）

自然環境評価調査により特に重要度が高いと評価された自然環境を保全するとともに、対象地区に応じた保全
制度(特別緑地保全地区やみどりの保全地区)の適用と保全管理計画に基づく市民団体などとの協働による管理
を推進します。
定期的に自然環境評価調査を実施し状況を把握するとともに、周辺で土地利用がある場合などは、自然環境保
全への配慮を働きかけます。

事業量（実績）

担当課

　自然環境評価調査により特に重要度が高いと評価された自然環境の保全を推進するため、法に基づく様々な保全
制度の適用の検討を進めるほか、市民団体などとの協働により、保全管理計画等に基づきそれぞれの地域の特徴を
考慮した保全管理に取り組みます。

活動内容
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○取組の効果・課題等

　清水谷や赤羽根字十三図周辺の特別緑地保全地区や平太夫新田において、市民団体をはじめとした多くの方々に
よる保全活動の結果、外来種から在来種への植生の変化や、明るい林床への変化が確認できており、日頃の保全活
動の成果が表れています。
　一方、保全活動については、参加者の高齢化及び減少が課題となっており、持続可能な体制について検討する必
要があります。
　特別緑地保全地区の指定推進の検討にあたり、土砂災害警戒区域内の土地を特別緑地保全地区に指定した場合、
将来的な都市緑地法第17条に基づく土地の買取が想定され、買取後に災害が発生した際の所有権に基づく法的責任
が生じることから、自然環境の保全に向け、その他の手法による検討の必要性が明らかになりました。
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14　生きものが生息・生育するみどりの確保

・

・

・

【重点的に進める事業】
「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」の活用（みどりの保全地区など）

取組１　生態系ネットワークの形成に向けた自然環境の保全・再生・創出の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

件数
面積（ha）

28件
3.5ha

28件
3.5ha

26件
3.3ha

25件
3.2ha

25件
3.2ha

→ 景観みど
り課

指定本数 19本 19本 18本 18本 18本 → 景観みど
り課

指定件数 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 → 景観みど
り課

回数 10回 17回 12回 13回 １回 ↘ 景観みど
り課

検討数
設置数

０か所
０か所

０か所
０か所

１か所
０か所

１か所
０か所

１か所
０か所

→ 景観みど
り課

指定数
面積（㎡）

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 → 景観みど
り課

面積（㎡）
45,115.13㎡
（市役所+中
央公園）

維持管理 維持管理 維持管理 維持管理 →
公園緑地
課・資産
経営課

面積（㎡） 整備中 2,343㎡ 維持管理 維持管理 維持管理 → 公園緑地
課

○取組内容（実績）

景観重要樹木の指定

自然環境を保全し、動物などが連続して移動できるように配慮した生態系ネットワークの形成を推進するた
め、地域制緑地制度などを活用します。
保存樹林・保存樹木制度やみどりの保全地区制度の指定を推進します。
「自然環境保全条例」(神奈川県)により指定されている自然環境保全地域(甘沼・中赤羽根・上赤羽根)や飛砂
防備保安林・水害防備保安林の継続を働きかけます。
これまでの自然環境評価調査の指標種の確認地点から抽出された生きものの移動経路として重要な場所(中央公
園周辺・小出川大曲橋周辺)におけるみどりの保全・再生・創出を推進します。

事業量（実績）

担当課

　保存樹林や市民緑地など地域性緑地制度を活用するとともに、自然環境保全地域や保安林等を管理している他自
治体との連携を図り、生きものの移動経路に配慮した生態系ネットワークの形成の推進に取り組みます。

活動内容

保存樹林制度の活用
（再掲）

保存樹木制度の活用
（再掲）

　保存樹林については、地権者等のご協力のもと、25件3.2haの指定が継続されています。保存樹木については、
クロマツやケヤキ等、18本を継続して指定することで、生きものが生息・生育するみどりの確保に取り組むととも
に、更新時期を迎える保存樹林等において、生きものの生息・生育調査を実施しました。
　市民緑地の設置については、地権者等を含めた関係者間において指定に向けた検討を実施していますが、指定に
至っていない状態です。
　また、みどりの保全地区の指定についても、特別緑地保全地区周辺の自然環境の保全上重要な地域について指定
等の検討をするという方向性はあるものの、具体的な検討には至っていない状況です。

保存樹林における
生物調査（再掲）

市民緑地の設置
（再掲）

みどりの保全地区の指定

中央公園及び周辺におけるみ
どりの確保

小出川大曲橋周辺におけ
るみどりの確保
（河童徳利ひろば）
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○取組の効果・課題等

　市街地における生きものの貴重な生息・生育環境の確保・保全のため、更新時期を迎えた保存樹林において生き
もの調査を実施し、その結果を地権者に報告することで、地権者の生き物に対する理解を深め、生態系ネットワー
クの形成の推進に寄与しているものと考えます。
　また、市民緑地の設置については、市内で初の設置となるよう地権者等を含めた関係者と引き続き協議を実施し
ています。
市役所本庁舎整備に伴い設置した緑地においては、移植したホタルカズラやコマツナギ等、希少性のある植物の定
着を確認しており、生きものの生息・生育環境の確保・保全につながっているものと考えます。
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15　絶滅危惧種対策

・

・

【重点的に進める事業】
「茅ヶ崎市レッドリスト2017」の周知と保全への配慮の働きかけ

取組１　茅ヶ崎市レッドリストを活用した生きもの及び生息・生育環境の保全等の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

改定時期
（2027年予

定）
- - - - - → 景観みど

り課

種名 ツリバナ - - - - → 景観みど
り課

種名
キッコウハグ
マ・クマガイ

ソウ
ヤマイ - - - → 景観みど

り課

種名

アカバナ・タンキリマ
メ・ウバユリ・ホトト
ギス・クロモジ・カワ
ラケツメイ・ハンゲ

ショウ

クララ・コマ
ツナギ・ハン
ゲショウ・ホ
タルカズラ

ハンゲショウ
コマツナギ・
アカバナ

クララ ↘ 景観みど
り課

会議での
取扱数

１回 ０回 ０回 ２回 １回 ↘ 景観みど
り課

※１茅ヶ崎市レッドリスト2017で絶滅種に位置付けられた種のこと。

※２茅ヶ崎市レッドリスト2017で絶滅危惧種種に位置付けられた種のこと。

※３茅ヶ崎市レッドリスト2017で準絶滅危惧種に位置付けられた種のこと。

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

レッドリスト種の
周知等

　レッドリストの準絶滅危惧種に位置付けられているクララの生育地において、施設所管課からの情報提供により
公共工事が行われることを覚知したため、着工前に植物の移植作業（ミティゲーション）を実施することができま
した。
　また、自然環境庁内会議等において、指標種やレッドリスト掲載種について、関係各課と情報共有することで、
レッドリストの周知・啓発に取り組みました。

　関係課と情報共有を図ることにより、レッドリスト掲載種に対し植物の移植作業（ミティゲーション）を実施し
たことで、種の保全に寄与することができています。
　また、茅ヶ崎市レッドリスト2017の市民等に対する周知啓発については、市ホームページで周知・啓発している
ものの、情報発信の在り方について検討が必要です。

茅ヶ崎市レッドリストの
改定

絶滅種※１の対応（代償ミ
ティゲーション）

絶滅危惧種※２の対応（代
償ミティゲーション）

準絶滅危惧種※３の対応
（代償ミティゲーション）

「茅ヶ崎市レッドリスト2017」の掲載種の生息・生育環境の保全・再生を推進します。
自然環境評価調査と連携した「茅ヶ崎市レッドリスト2017」の掲載種の詳細な生息・生育環境の把握などを検
討します。
「茅ヶ崎市レッドリスト2017」の周知を行うとともに、土地利用などが行われる場合は保全への配慮を働きか
けます。

事業量（実績）

担当課

　「茅ヶ崎市レッドリスト2017」に掲載された種の生息・生育環境の保全・再生に取り組むとともに、同リストの
周知・啓発及び保全への配慮について取り組みを進めます。

活動内容
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16　外来種対策

・

・

・

【重点的に進める事業】
情報発信や拡散防止の推進

取組１　外来種の拡散防止等に向けた取り組みの推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

掲載媒体
件数

１媒体
１件

１媒体
１件

２媒体
３件

２媒体
２件

２媒体
７件

↗ 景観みど
り課

学校数 ０校 ０校 １校 ０校 ０校 →
環境政策
課・景観
みどり課

捕獲件数
アライグマ
クリハラリス

36件
13件

32件
35件

64件
14件

54件
72件

59件
76件

↗ 衛生課

回数
駆除数

１回
3,337匹

１回
730匹

１回
87匹

２回
419匹

- ↘ 景観みど
り課

回数 ｰ -
１回

（モウソウチ
ク）

１回
（ヒレタゴボ
ウ、オオフサ

モ）

- ↘ 景観みど
り課

泡巣数 ６個 ９個 ８個 10個 12個 ↗

景観みどり
課・環境政
策課・公園
緑地課

回数
対象種数

31回
16種

17回
10種

15回
８種

11回
６種

12回
４種

↗ 景観みど
り課

回数
対象種数

２回
４種

１回
４種

２回
４種

７回
４種

５回
４種

↘ 景観みど
り課

回数 ｰ ｰ ｰ ２回 １回 ↘

下水道河
川管理
課・景観
みどり課

市民などに対して外来種に関する情報を発信し、外来種の侵入・拡散の防止策の実施や支援を検討します。
「生態系被害防止外来種リスト」掲載種のうちオオキンケイギクやアレチウリ、オオクチバス、ブルーギルな
どの特定外来生物や、特に在来生物の生息・生育を脅かすミシシッピアカミミガメやアメリカザリガニなどの
外来生物の放逐禁止や愛護動物の遺棄の禁止を周知します。
「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例」などに基づく協議において、引き続き外来種
を用いない緑化を働きかけるなど、民有地の緑化における外来種対策を推進します。

事業量（実績）

担当課

　外来種の侵入・拡散防止に向け、市民や教育機関等に向けた情報発信のほか、近隣大学等との連携により外来種
の駆除に向けた取り組みを進めます。
　また、小・中学校等との連携により、情報発信や拡散防止の推進を図ります。

活動内容

外来種対策に係る
情報発信

小・中学校における
周知・啓発

平太夫新田における
外来種の駆除

水域における外来種の
駆除（ナガエツルノゲ
イトウ）

生活被害等における
特定外来生物の駆除

清水谷における
外来種の駆除
（アメリカザリガニ）

大学との連携における
外来種の駆除

清水谷における
外来種の駆除
（モリアオガエル）

赤羽根字十三図周辺地
区における外来種の駆
除
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○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

　外来種の拡散防止のため、清水谷や赤羽根字十三図において、日頃から保全活動に取り組んでいる市民団体や教
育機関等との協働等により、外来種の駆除に取り組みました。特に、清水谷においては国内外来種であるモリアオ
ガエルの卵の駆除を継続的に実施し、令和６年度は12個の泡巣を駆除しました。
　また、赤羽根字十三図周辺では、日頃の保全活動において、ツルニチニチソウやオランダガラシ（クレソン）等
の外来種の駆除・抑制に取り組みました。
　生活被害や農作物被害を与える特定外来生物の駆除については、わなを貸し出しアライグマとクリハラリスを合
わせて135頭（昨年度の約1.07倍）捕獲しました。
　市管理水域内である駒寄川における特定外来生物であるナガエツルノゲイトウについては、引き続き繁茂状況を
確認したため、可能な範囲で駆除し、拡散防止に取り組みました。

　モリアオガエルについては、日本大学の協力によるDNA解析の結果、関西方面を由来とすることが判明してお
り、人為的に持ち込まれた可能性が非常に高いことから、引き続き、繁殖防止に取り組みます。清水谷や赤羽根字
十三図周辺、平太夫新田においては、市民団体を中心に多くの市民ボランティアにより、植物を中心とした外来種
の駆除作業が行われており、生物多様性の保全につながっています。
　また、クリハラリスについては、駆除件数が増加しているため、生息区域の拡大防止に向けて継続的に取り組ん
でいく必要があります。
　特定外来生物であるナガエツルノゲイトウについては、令和５年度に市管理水域内で初めて確認されたことから
駆除作業を実施しており、定着防止のため引き続き状況を確認し、生育が確認された場合は駆除作業を行うことが
必要です。
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17　自然環境評価調査の実施

・

・

【重点的に進める事業】
調査実施と調査員養成

取組１　自然環境評価調査の実施と調査結果の活用の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

前年度からの
推移

実施年度 - - - 実施 実施 → 景観みど
り課

調査員数 - - - 111人 111人 → 景観みど
り課

開催回数
参加人数

中止
１回
４人

３回
56人

２回
78人

自然環境評価
調査実施
のため休止

→ 景観みど
り課

指定数
確認数

37種
（-）

37種
（-）

37種
（-）

45種
（調査中）

45種
（調査中）

→ 景観みど
り課

指定数
確認数

41種
（-）

41種
（-）

41種
（-）

41種
（調査中）

41種
（調査中）

→ 景観みど
り課

指定数
確認数

52種
（-）

52種
（-）

52種
（-）

53種
（調査中）

53種
（調査中）

→ 景観みど
り課

指定数
確認数

20種
（-）

20種
（-）

20種
（-）

18種
（調査中）

18種
（調査中）

→ 景観みど
り課

※１自然環境評価調査員養成講座…新型コロナウイルス感染症の影響により、Ｒ２年度からＲ４年度については、観察を主体とした形態に変更

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

市民との協働で実施している「茅ヶ崎市自然環境評価調査」を継続していくとともに、調査を継続的に実施す
るため、調査員の養成などの事業を推進します。
調査結果を蓄積し、特に重要度が高い自然環境の保全をはじめとする様々な施策に活用していきます。

事業量（実績）

担当課

　自然環境評価調査の継続的な実施に向けた調査員の養成のほか、調査結果に基づく自然環境の保全・再生等に向
けた取り組みへの活用を図ります。

指標種の確認数
（水辺）

　令和５年度から継続して第４回茅ヶ崎市自然環境評価調査を実施しました。
　調査期間は令和７年度までとなっており、樹林地、草地、水辺、海岸といったそれぞれの環境ごとに、良好な自
然が維持されていると判断できる種類の中から代表的なものをあらかじめ指標種として選び、植物、昆虫、鳥類、
両生類・爬虫類、哺乳類、魚類の分類群に分かれ、その生息・生育状況を地域ごとに調査・記録しています。

　自然環境評価調査は、特に重要度の高い自然環境を有する地域等の最新の状況を把握するとともに、自然環境の
保全・活用のための施策に繋げることができるものと考えます。
　令和６年度に実施した調査においても、着々と指標種の発見報告が挙げられており、その生息・生育状況が徐々
に明らかになってきています。

活動内容

自然環境評価調査の実
施

自然環境評価調査員の
確保

自然環境評価調査員養

成講座※１の実施

指標種の確認数
（樹林）

指標種の確認数
（草地）

指標種の確認数
（海岸）
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施策１８  庁内及び関係機関との連携

施策１９  生物多様性の保全活動を推進するしくみづくり

施策２０  市民との連携

施策２１  教育機関との連携

施策２２  事業者との連携

施策２３  人材育成

施策２４  資金の充実

施策２５  進行管理

基本方針３　みどりと人々がであう協働のしくみづくり
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基本方針３ みどりと人々がであう協働のしくみづくり

１．自己評価

〇各施策の取組と効果を総括

〇課題と今後の方向性

　公共工事予定地で確認された希少性のある種を移植（代償ミティゲーション）することにより、生物多様性の保
全につながっている一方、対象種の生育環境に応じた退避場所の選定や移植後の維持管理が課題となっています。
　多くの自然環境の保全活動に携わる市民団体では、高齢化や人員不足等の課題に直面していることから、幅広い
世代にアプローチするため、様々な媒体を活用した情報発信に引き続き取り組みます。
　自然観察会の実施など、社会教育施設や小中学校との連携については、みどりと人々がであいふれあう機会の充
実につながるとともに、将来のみどりの保全に向けた大切な取り組みにつながると考えるため、引き続き、教育機
関との連携に取り組みます。
　また、自然環境の保全については、行政だけで実現できるものではなく、市民団体や地元事業者、教育機関等と
の連携が重要です。そのため引き続き生物多様性の保全や保全活動の参加、適切な情報発信などに引き続き取り組
むとともに、生物多様性の保全に配慮し、自然環境の継続的な保全を行うことでみどりの質の向上を目指します。

　基本方針３に関する進捗としては、計画の推進状況を確認する指標として、みどりや生物多様性に関する市民の
意識」が向上することを目標としており、目標を確認するためのアンケートは期末評価において実施します。
　アンケートの視点と内容の参考となる調査として、「生物多様性に関する市民の意識」は前回調査時と比較し向
上している一方、「みどりの質（満足度）に関する市民の意識」は減少しています。
施策としては、緑化の推進や生物多様性の保全に関する情報発信等を実施し、みどりと人々がであいふれあう機会
の拡充に取り組みました。
　庁内においては、自然環境庁内会議において公共工事に関する情報共有を行うことで、種の保全のための対応策
等について検討する機会を確保したほか、専門家による生物多様性に関する啓発講座を、職員及び市民を対象に実
施しました。
　また、11月に開催した環境フェアにおいては、パネル展示や国内外来種であるモリアオガエルの生体展示によ
り、人々のみどりや生き物等に対する興味や関心の向上のほか、みどりの保全・創出や生物多様性の保全に関する
周知・啓発に取り組みました。
　市民や事業者と協働で実施する保全作業においては、生物多様性に配慮し、外来種を抜き取った後、植物の高さ
を残す除草手法を取り入れることで、参加者の生物多様性への理解促進につながるとともに、在来植物への植生の
転換が確認できる等、みどりの質の向上につながっています。
　令和５年度から開始された企業版ふるさと納税においては、昨年度の寄付額を大きく上回る３件270万円のご寄
付をいただき、評価調査を実施するための財源として活用しています。

　みどりへの関心を高め、本計画を推進していくために、緑化推進や生物多様性の保全のための情報発信により、
みどりと人々がであう機会を拡充します。また、公園や公共施設をはじめとした様々なみどりを活用することで、
コミュニティの活性化を図り、人と人がであう機会を創出します。
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２．指標の推移

　

割合（％） 10.00% - - - - - - -
市民意識
の向上

割合（％） 41.2% - 39.5% - 44.2% - - 43.6%
市民意識
の向上

※R１、R３、R６年度については、茅ヶ崎市市民意識調査の結果を参考記載しています。

③生物多様性に関する市民の意識（平成28年度生物多様性認知度等調査（環境省インターネット調査））

割合（％） 25.3% - - 20.1% - - 29.4% -
市民意識
の向上

＊R１、R４年度については、「生物多様性に関する世論調査」の結果を参考記載しています。

R10時点の目標値 実績
（年度）

H29
（2017）

H30
（2018）

「あなたは「生物多様
性」という言葉を知っ

ていますか。」
に対する「知ってい
る」の選択割合

R10時点の目標値 実績
（年度）

H28
（2016）

H29
（2017）

あなたは、どんなとこ
ろに茅ヶ崎の魅力を感
じていますか」に対す
る「自然や緑、水が豊
か」の選択割合（複数

回答可）

R10
（2028）

項目

R4
（2022）

R5
（2023）

H30
（2018）

R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R1
（2019）

みどりをふやす
「増えている」、「少
し増えている」の割合

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

② みどりの量（満足度）に関する市民の意識（茅ヶ崎市のまちづくり市民満足度調査：平成29（2017）年）

R5
（2023）

R6
（2024）

R10
（2028）

R10
（2028）

項目

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

　みどりに対する意識や生物多様性の言葉の認知度など、みどりや生物多様性に関する市民意識が向上すること
を目標とします。

① みどりの量に関する市民の意識（計画策定時に実施したアンケート結果：平成29（2017）年）

R10時点の目標値 実績
（年度）

H29
（2017）

H30
（2018）

R元
（2019）

項目

※

＊ ＊

※ ※
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18　庁内及び関係機関との連携

・

・

・

・

【重点的に進める事業】
自然環境庁内会議の実施

取組１　みどりの保全・再生・創出に向けた関係機関等との連携の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

昨年度からの
推移

協議
回数

０回 ４回 ４回 ５回 ２回 ↘ 下水道河
川建設課

開催回数
案件数

２回
７件

３回
４件

４回
５件

４回
９件

６回
７件

↘ 景観みど
り課

開催回数
案件数

２回
12件

２回
５件

３回
16件

３回
17件

３回
12件

↘ 景観みど
り課

出席回数 ７回 ４回 ２回 ３回 ３回 →
環境政策
課・景観
みどり課

実施回数
対象種数

７回
10種

３回
８種

４回
５種

３回
３種

１回
１種

↘ 景観みど
り課

件数
設置面積
（㎡）

29件
3,541.12㎡

22件
3,761.28㎡

33件
11,841.96㎡

20件
3,335.46㎡

18件
4,331.59㎡

↗ 景観みど
り課

○取組内容（実績）

開発行為による緑化

　公共工事における自然環境や生物多様性の保全等の情報提供・共有を図ることを目的として、自然環境庁内会議
を６回開催し、７件の報告がありました。これらの案件について、現地確認を行い、希少性のある植物が確認され
た公共工事予定地においては、植物の移植作業（代償ミティゲーション）を１回実施しました。
　（仮称）松林地区地域集会施設等複合施設（コミュニティセンター）等、公共施設整備における植栽計画につい
ては、在来種を中心とした緑化計画について計画段階でみどり審議会へ報告することにより、みどりの保全・創出
に取り組みました。
　また、神奈川県が行谷地区で進めている小出川遊水地計画については、事業主体である神奈川県と自然環境保全
等に関する協議を２回実施しました。
　開発行為による緑化では、昨年度と比較し開発件数は減少しているものの、開発区域が大きい案件が多かったた
め、4,331.59㎡の植栽帯を確保することができました。

生物多様性の保全などに関する国の方向性や事業に関わる情報収集をはじめ、市域を越えた対策が必要な課題
(外来種対策、河川・海岸環境の改善など)については、必要に応じて国や神奈川県、近隣市町村との連携を図り
ます。
国や県が市域で実施する公共事業について、生物多様性に影響を及ぼす可能性が見込まれる場合などに生物多様
性の保全や配慮を働きかけます。
市の関係各課の自然環境や生物多様性の保全などに関する情報共有や対応策の検討のため、自然環境庁内会議を
活用します。
「茅ヶ崎市環境基本計画」と密接に関わりがあることから、関係部局や「茅ヶ崎市環境審議会」などとの連携を
継続します。

事業量（実績）

担当課活動内容

　みどりの保全や生物多様性の保全を図るため、国・県における公共事業等に係る情報収集を図るとともに、外来
種対策など生物多様性の保全や配慮に向けた対応について関係機関と協議を行います。
また、市域で行われる公共工事計画地等において、自然環境や生物多様性の保全などに関する情報共有や保全に向
けた対応策の検討を行う自然環境庁内会議や関係する審議会との連携を図り、生物多様性の保全等に取り組みま
す。

国・県との協議（小出
川）（再掲）

自然環境庁内調整会議
の活用

みどり審議会との連携

生物多様性等に関する
他審議会等との連携

代償ミティゲーション
の実施（公共工事）
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○取組の効果・課題等

　自然環境庁内会議において公共工事に関する情報共有を行うことで、種の保全のための対応策等について検討す
る機会を確保しました。また、会議を開催することで庁内において生物多様性に配慮するという意識が醸成される
ことが期待できます。
　なお、公共工事予定地で確認された希少性のある植物を移植（代償ミティゲーション）することにより生物多様
性の保全につながっている一方、対象種の生育環境に応じた退避場所の選定や移植後の維持管理が課題となってい
ます。
　また、公共施設整備に伴う緑化計画について、みどり審議会へ報告を行い、いただいた意見を関係課において検
討することで、みどりの保全・再生・創出につながったものと考えます。
　小出川遊水地計画においては、事業主体である県藤沢土木事務所から湿地環境の保全に向けた調査業務の結果報
告を受け、引き続き湿地環境保全・回復に向け神奈川県と市で連携を図ることとなりました。
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19　生物多様性の保全活動を推進するしくみづくり

・

・

・

・

【重点的に進める事業】

　

取組１　生物多様性の保全に向けた情報発信等の充実

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

昨年度からの
推移

開催数
人数

コロナにより
中止

１回
35人

１回
45人

１回
49人

１回
60人

↗
環境政策
課・景観
みどり課

参加団体数
参加者数

コロナにより
中止

コロナにより
中止

45団体
約2,000人

45団体
約1,800人

46団体
約2,250人

↗ 環境政策
課

媒体数
発信回数

５媒体
74回

６媒体
66回

７媒体
63回

８媒体
52回

５媒体
60回

↗ 景観みど
り課

本数

視聴回数※
４本

2,384回
２本
966回

２本
297回

０本
０回

０本
０回

→ 環境政策
課

※回数についてはR5.3.31時点の合計

○取組内容（実績）

　11月に開催した環境フェアでは約2,250人が訪れた中、自然環境保全団体のブースでは、生きものの生息・生育
環境の説明やパネル展示などが行われ、日頃の保全活動に関する情報発信とともに、生物多様性の保全につながる
取り組みが周知されました。
　また、市民や市職員などを対象に、「生物多様性の保全！～茅ヶ崎の生きものの現状と今後について考える～」
をテーマにした生物多様性に関する講座を開催したほか、本市では国内外来種となるモリアオガエルの生体展示を
期間限定で実施しました。みどりに関する制度や生物多様性の保全活動等に関する情報発信については、Facebook
やLINE等、５つの媒体を活用し、60回の情報発信に取り組みました。

緑化ガイドラインの作成
情報発信
生物多様性センター機能の検討

　生物多様性の保全に関する周知・啓発を図るため、市内に生息・生育する生きものやみどりの保全等に関するイ
ベント情報など、市内のみどりに関する情報を収集・発信することで、生物多様性の保全に向けた保全活動の推進
を図ります。
　また、公共施設整備や開発行為等の土地利用の際に、生きものの生息・生育環境となる在来種による緑化を推進
するとともに、生物多様性に配慮した緑化ガイドラインの策定を目指します。

将来にわたって生物多様性の恵みを享受していくため、生物多様性の保全と持続可能な利用を様々な社会経済
活動の中に組み込むこと(生物多様性の主流化)を促進します。
地域にふさわしい在来種による緑化や生きものの生息・生育環境となるような緑化を目指す緑化ガイドライン
を策定し、公共施設整備や土地利用の際の配慮を促進します。
生物多様性に関する調査や保全管理活動などの拠点としての機能や情報の収集、学習・普及の拠点としての機
能をもつ生物多様性センターの整備を検討します。生きものや市内のみどりに関する情報を収集・発信すると
ともに、身近なみどりの調査・保全活動を推進します。
情報発信は、みどりに関する制度の周知やイベント情報、生きものの生息・生育状況、公園・緑地の魅力、市
民農園などの市内のみどりに関する情報だけでなく、生物多様性の恵みや保全にあたっての課題などについて
も行い、リーフレットの作成や講演会の開催、ホームページ、SNSの充実など、様々な人が情報を得られるよう
な手法を検討します。

事業量（実績）

担当課活動内容

生物多様性に関する講座
の開催

生物多様性に関するイベ
ントの開催（環境フェア）

生物多様性等に関する情
報発信

生物多様性等に関する情
報発信（動画）
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○取組の効果・課題等
　生物多様性に関する講座のアンケートでは、参加者の88％が生物多様性についての理解が「とても深まった」、
「ある程度深まった」と回答しています。アンケート結果により、昨年に引き続き、生物多様性の保全に向けた意
識醸成に寄与できたものと考えます。
　また、環境フェアにおいては、日頃から保全活動に携わっている市民団体と訪れた参加者が直接触れ合うことに
より、本市における生物多様性の保全に関する周知・啓発ができています。
　全国的に生物多様性に関する意識が高まっている一方で、日常生活における生物多様性の保全や実際の保全活動
等、市民の行動変容を促していくことが課題であると考えます。
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20　市民との連携

・

・

・

【重点的に進める事業】
市民団体への支援

取組１　みどりの保全等に向けた市民参加及び協働の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

昨年度からの
推移

情報発信
媒体数
発信回数

４媒体
69回

５媒体
59回

３媒体
36回

５媒体
38回

２媒体
36回

↘
景観みど
り課

清水谷
赤羽根字十三図
相模川占用地域

-
１回13人
１回19人

１回７人
４回48人
１回60人

２回34人
５回59人
２回74人

３回38人
５回45人
３回167人

-
５回32人
２回95人

↘
景観みど
り課

参加回数
参加人数

コロナにより
休止

２回
80人

３回
184人

４回
129人

２回
168人

↘
景観みど
り課

実施回数
参加人数

(動画作成本数)

０回
０人

（４本）

０回
０人

（４本）

２回
39人

２回
31人

２回
63人

↗
環境政策
課

登録人数
活動件数

コロナにより
中止

コロナにより
中止

４人
０件

４人
０件

４人
０件

→
景観みど
り課

参加団体数
参加者数

コロナにより
中止

コロナにより
中止

45団体
約2,000人

45団体
約1,800人

46団体
約2,250人

↗
環境政策
課

公園数 48か所 49か所 49か所 50か所 51か所 ↗
公園緑地
課

　特に重要度が高い自然環境をはじめ河川や海岸などみどりの保全、維持管理に対する市民参加を推進するため、
自然環境に関する情報発信や市民団体の活動等の周知等に取り組みます。
　また、身近な公園の管理については、地域の団体との連携等により、協働による公園管理に取り組みます。

市民団体への活動支援

市民団体との保全活動

市民団体等との保全活動
等
（その他イベント等）

環境学習事業の実施
（里山はっけん隊！）

自然環境保全ボランティ
ア斡旋制度の運用

環境フェアでの情報発信

協働による公園管理

特に重要度が高い自然環境をはじめ、河川や海岸、市街地に残された樹林などの維持管理への市民参加を推進
するため、情報提供や団体活動の周知などを支援します。
生物多様性に配慮したみどりの保全・再生を目的としたみどりの管理団体に対しては、自然環境保全ボラン
ティア斡旋制度や「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」などに基づいた支援を実施します。
市民の共有財産である身近な公園の管理について地元自治会などの地域の団体と連携することにより、協働に
よる公園の管理運営を行う公園愛護会制度を推進します。

事業量（実績）

担当課活動内容
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○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

　市公式ホームページやSNSを活用して、自然環境の保全に取り組む市民団体の定期的な保全活動や観察会等に関
する情報を広く市民に周知することにより、それぞれの役割に応じた連携ができました。
　また、身近な公園の除草や花壇の整備など維持管理に取り組んでいる公園愛護会との連携を図ることで、協働に
よる適正な公園管理を実施できており、引き続き、市民団体の保全活動等に対する支援に取り組みます。
　多くの市民団体において高齢化や人員不足といった課題が生じていることを踏まえ、引き続き幅広い世代にアプ
ローチするための情報発信を行います。

　市民団体等に対する活動支援として、市公式ホームページやSNSを活用し、定期的な自然観察会等の活動に関す
る情報発信を36回実施しました。里山環境について親子で学ぶ「里山はっけん隊！」では、63人が参加し、市民団
体との連携による生きものの観察や保全作業体験、里山かるた作りを実施しました。
　また、海岸植生に関するイベントが市民団体により行われ、参加した約100人により、茅ヶ崎漁港周辺のオオフ
タバムグラやコセンダングサといった外来植物の駆除を実施しました。自然環境保全ボランティア斡旋制度につい
ては、４人の登録者に対し、自然環境保全団体に関する情報提供を行いましたが、実際の活動参加には結びついて
いない状況です。
　11月に開催した環境フェアにおいては、市民団体や事業者によるパネル展やワークショップを開催し、自然環境
団体を含めた46団体に出展いただき、2,250人の来場者がありました。
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21　教育機関との連携

・
・

・

【重点的に進める事業】
みどりに関する講座や観察会の実施

取組１　小・中学校におけるみどりや生物多様性に関する理解の促進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

昨年度からの
推移

小学校
中学校

19校
13校

19校
13校

19校
13校

19校
13校

19校
13校

→ 環境政策
課

小中学校
（全32校）

８校 ５校 ７校 ５校 ２校 ↘ 環境政策
課

発行回数 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 → 環境政策
課

校数
回数
人数

２校
４回
-

４校
５回
-

５校
７回
465人

５校
５回
417人

７校
６回
412人

↗ 景観みど
り課

実施機関数
開催回数
参加人数

コロナにより
休止

３施設
６回

47人/再生回
数295回

４施設
12回
155人

４施設
19回
683人

４施設
13回
217人

↘ 公民館等
博物館等

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

　小中学校における環境活動への取り組みとなるスクールエコアクションについては市内全ての小・中学校が参加
しており、その中でもゴーヤやアサガオなどを使用したみどりのカーテンに２校が取り組んだほか、教職員を対象
に温暖化や生物多様性など環境に関する情報をまとめた「環境学習NEWS」を年３回発行しました。
　また、小出小学校では、教育活動の一環として里山公園、鶴が台中学校では清水谷特別緑地保全地区において自
然の豊かさを学び、西浜中学校では磯の生物観察会を行い、磯の生物に触れながら、みどりや生物多様性に関して
理解を深めることができました。
　博物館や公民館等の社会教育施設においても、身近な生きもの観察や植物の標本づくり等の自然環境等に関する
講座や展示を対面又はオンライン形式で実施したところ、217人の参加がありました。

　教育委員会関係課及び学校関係者と協議・調整のもと、学校を通じた活動を展開することにより、児童・生徒が
生きものにふれあうことで、みどりや生物多様性の保全等に関して、次世代の活動を担う子供たちへの周知・理解
の促進につながっているものと考えます。

みどりに関する教育の推進や学校緑化の推進を図るため、情報提供や本計画の周知を行います。
参加型イベントや食育などを通じて、みどりや生物多様性の価値を伝えるなど、次世代の活動を担う子供たち
への教育に関する事業を推進します。
みどりに関する講座や観察会の実施などを教育機関へ働きかけます。

事業量（実績）

担当課活動内容

　みどりの保全・再生や生物多様性の保全について、教育委員会関係課及び学校関係者との協議・調整のもと、市
内小・中学校の児童・生徒等に対し周知啓発に取り組みます。

スクールエコアクショ
ンの推進（参加校数）

みどりのカーテン実施
校数

教職員向けの情報誌の
発行

小中学校における自然
観察会等の実施

社会教育施設における
観察会等の実施
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22　事業者との連携

・
・

・

【重点的に進める事業】
茅ヶ崎地区工場等緑化推進協議会などとの連携

取組１　事業者における緑化及び保全活動の推進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

昨年度からの
推移

届出数 １件 ３件 ２件 ５件 ４件 ↘ 産業観光
課

研修会
参加企業数

コロナにより
中止

コロナにより
中止

コロナにより
中止

コロナにより
中止

１回
５企業

↗ 景観みど
り課

保全活動
参加団体数

コロナにより
中止

コロナにより
中止

コロナにより
中止

２回
６団体10人

２回
11団体22人

↗ 景観みど
り課

活動数 ２回 ２回 ２回 ２回 １回 ↘ 公園緑地
課

花壇等の設置 ０個
補助制度の

休止
補助制度の

休止
補助制度の

休止
補助制度の

休止
→ 産業観光

課

配布数 214世帯 194世帯 208世帯 190世帯 187世帯 ↘ 環境政策
課

回数
人数

１回
19人

１回
60人

１回
66人

２回
122人

１回
66人

↘ 景観みど
り課

実施回数
対象種数

５回
11種

４回
４種

１回
１種

２回
３種

２回
４種

↗ 景観みど
り課

○取組内容（実績）

みどりのカーテンの
普及

事業者との保全活動
（相模川占用地域）

代償ミティゲーション
の実施
（公共工事以外）

　茅ヶ崎地区工場等緑化推進協議会においては、みどりの保全や再生、生物多様性の保全のため、市内特別緑地保
全地区において除草作業を２回実施し、自然環境の保全に取り組みました。
　茅ヶ崎市緑化事業協同組合との連携では、中央公園において、季節の花の植え替え等、花壇の整備を実施しまし
た。
　また、イオン茅ヶ崎中央店及びNPO法人湘南シニアネットとの連携により、ゴーヤの苗を187世帯に無料配布した
ほか、日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社においては、６月に従業員や関連企業、市民団体等延べ66人
の参加のもと、相模川河川敷の市占用地内で、セイタカアワダチソウ等の外来種の駆除や生物多様性に配慮した手
法による除草（高刈り）の実施等、事業者・市民・行政が連携した保全活動を実施しました。

工場立地法に基づく
特定工場の緑化

茅ヶ崎地区工場等緑化
推進協議会の活動

茅ヶ崎地区工場等緑化
推進協議会の開催

茅ヶ崎市緑化事業協同
組合との連携

商店街に対する補助

事業者による保全活動への参加や工場敷地の緑化などを推進するために情報提供を行います。
茅ヶ崎地区工場等緑化推進協議会と連携した事業を推進するとともに、商店街などでのみどりの創出の事業を
支援します。
市民団体や地域との連携を支援するための情報提供を行います。

事業量（実績）

担当課活動内容

　事業者敷地の緑化推進及び自然環境の保全に向けた情報提供や茅ヶ崎地区工場等緑化推進協議会等と連携したみ
どりの保全・創出を促進します。
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○取組の効果・課題等
　茅ヶ崎地区工場等緑化推進協議会においては、生物多様性の保全に関する情報提供や市内特別緑地保全地区等の
保全活動を通じて、事業者との連携によるみどりの保全に取り組むことができました。
　事業者との協働で行った保全作業においては、生物多様性に配慮し、外来種を抜き取った後、植物の高さを残す
除草手法を取り入れることで、参加者の理解促進につながるとともに、在来植物への植生の転換が確認できる等、
みどりの質が向上しています。
　また、公園・緑地の維持保全として関係団体による研修等を行うことで、技術の向上及びみどりに関する施設保
全に寄与する等、企業や市民団体にご協力をいただくことにより地域との連携が確保されているものと考えます。
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23　人材育成

・

・

【重点的に進める事業】
講座等の実施

取組１　みどりの保全・再生・創出や生物多様性の保全に向けた人材育成の促進

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

昨年度からの
推移

回数
人数

中止
１回
４人

３回
56人

２回
78人

自然環境評価
調査実施
のため休止

→ 景観みど
り課

回数
参加人数

中止
１回
35人

１回
45人

１回
49人

１回
60人

↗
環境政策
課・景観
みどり課

媒体数
発信回数

５媒体
74回

６媒体
66回

７媒体
63回

８媒体
52回

５媒体
60回

↗ 景観みど
り課

本数
視聴回数※2

４本
2,384回

２本
966回

２本
297回

０本 ０本 → 環境政策
課

登録人数
活動件数

中止 中止
４人
０件

４人
０件

４人
０件

→ 景観みど
り課

※R2～５年度については、プレ調査（観察会）として実施。

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

　みどりの保全や生物多様性への関心を高めるため、「生物多様性の保全！～茅ヶ崎の生きものの現状と今後につ
いて考える～」をテーマに生物多様性に関する講座を開催したほか、地域情報誌等との連携による情報発信に取り
組むなど、人材育成につながるよう様々な広報媒体を活用した情報発信に取り組みました。
　また、自然環境評価調査の調査員の養成を目的とした調査員養成講座については、第４回調査の調査期間中であ
ることから実施しませんでした。

　生物多様性への関心を高めるための講座については、市民生活にとって身近な生活課題等をテーマにすること
で、多くの人が興味を持ち、人材育成につながる内容となることから、次年度以降についても引き続き取り組みを
進めます。
　また、自然環境評価調査に係る調査員養成講座等については、調査員の確保及び調査の質を担保するため、調査
経験の浅い方に対するサポートや継続的に参加していただくための取組を検討することが必要です。

市民によるみどりの保全・再生・創出や生物多様性保全の活動を継続していくため、活動の担い手となる人材
育成を推進します。
みどりや生物多様性への関心を高めるとともに、新たな活動の担い手の確保や活動の中心となる人材を養成で
きるような講座や講演会などを実施します。

事業量（実績）

担当課活動内容

　みどりの保全や生物多様性への関心を高めるとともに、みどりの保全・再生・創出や生物多様性の保全に向けた
持続可能な活動の担い手の育成に取り組みます。

自然環境調査員養成講

座※１の実施
（再掲）

生物多様性に関する講
座の開催（再掲）

生物多様性等に関する
情報発信（再掲）

生物多様性等に関する
情報発信（動画）（再
掲）

自然環境保全ボラン
ティア斡旋制度の
運用（再掲）
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24　資金の充実

・

・

【重点的に進める事業】

取組１　みどりの保全等に向けた財源確保の検討

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

昨年度からの
推移

条例改正
（時期）

検討 検討 改正 - - → 景観みど
り課

円
件数

1,085,389円
46件

1,808,202円
53件

2,048,799円
29件

1,137,668円
40件

1,636,983円
46件

↗ 景観みど
り課

円 395,508,543円 386,429,311円 388,489,702円 385,240,944円 384,585,844円 ↘ 景観みど
り課

配分額 19,360,000円 19,528,000円 25,816,000円 25,816,000円 27,796,000円 ↘
財政課・
景観みど
り課

円 14,915,010円 31,456,033円 53,404,971円 44,275,902円 36,910,225円 ↘ 景観みど
り課

企業版ふるさ
と納税制度の

活用
- - ０件

２件
20万円

3件
270万円

↗ 景観みど
り課

○取組内容（実績）

新たな財源の検討

　市民をはじめとする多くの方々からご寄附をいただき、本市に存する緑地を市民共有の財産として保全するた
め、緑のまちづくり基金に約164万円を積立てました。
　また、287万１千円を取り崩し自然環境評価調査事業に充当したため、令和７年３月末時点で緑のまちづくり基
金の残高は約３億8,459万円となりました。
　森林環境譲与税については、令和６年度において約2,780万円の配分があった一方、特別緑地保全地区である清
水谷内において、ナラ枯れ等による枯損・危険木等の大規模伐採及び都市緑地法に基づく土地の買入１件、赤羽根
字十三図周辺における森林整備等の事業実施に当たり、森林環境譲与税基金の一部を取り崩したことにより、森林
環境譲与税基金の基金残高は約3,691万円となりました。
　新たな財源の検討については、自然環境評価調査事業に充当できるよう企業版ふるさと納税制度の活用に取り組
み、３件270万円の寄附をいただきました。

本市では「恵まれた自然と調和したうるおいのあるまちづくり」を目標として「茅ヶ崎市緑のまちづくり基
金」を設置しています。基金の充実策の検討や寄附の呼びかけを実施します。
公園が不足し充実が求められる地域への公園整備や公園施設長寿命化、公園リニューアルなど本計画を推進す
るために必要な財源確保手法について、先進事例(横浜みどり税など)を参考に検討します。

事業量（実績）

担当課活動内容

　「茅ヶ崎市緑のまちづくり基金」の充実に向け、ふるさと納税制度等を活用した寄附採納の取り組みのほか、み
どりの保全等に関する事業等の推進のため、新たな補助制度の活用など財源確保の手法について検討を進めます。

茅ヶ崎市緑のまちづくり基金の充実
新たな財源の検討

緑のまちづくり基金の
充実

緑のまちづくり基金
（基金積立額）

緑のまちづくり基金
（基金残高）

森林環境譲与税

森林環境譲与税基金
（基金残高）
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○取組の効果・課題等

　緑のまちづくり基金については、主にふるさと納税を中心としたご寄附をいただいており、自然環境評価調査の
財源として活用できているものの、特に市街化区域における良好な自然環境を形成している緑地等の公有地化に取
り組む際には、用地取得金額が北部地域と比較して高額となることが予想されることから、現状の基金残高では資
金不足となっています。
　森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされている森林環境譲与税については、森林整備や森林整備
を担う人材育成等、引き続き良好な自然環境を有する森林保全のための事業の財源とするとともに、その活用に関
する情報発信に取り組みます。
　また、新たな財源確保の一つである企業版ふるさと納税制度の活用については、昨年度よりも寄付額が大幅に増
加しました。引き続き寄附の獲得に向け関係課との連携強化に取り組みます。
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25　進行管理

・

・

取組１　計画の適正な進行管理に向けた会議等の開催

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

昨年度からの
推移

開催回数 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 → 景観みど
り課

件数 ６件 ３件 ５回 ４件 ３件 ↘ 景観みど
り課

件数 ６件 ２件 11件 13件 ９件 ↘ 景観みど
り課

開催回数 １回 ０回 ０回 ３回 ０回 ↘ 景観みど
り課

策定・改定時
期

- - - - - → 景観みど
り課

○取組内容（実績）

○取組の効果・課題等

みどりの基本計画の策
定・改定

　みどり審議会において、「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物多様性ちがさき戦略」の期末評価の手法について、
審議検討を実施したほか、同計画の進捗状況に関する報告や関係機関の事業計画等、みどりに関する施策の実施に
関連した９件の報告を行いました。

　計画の効果的なPDCAサイクルの確立に向けた協議・審議を行うことができているため、引き続き、効率的かつ効
果的な計画の進行管理に取り組みます。

みどり審議会の開催

みどり審議会の審議事項

　「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物多様性ちがさき戦略」の適切な進行管理を進めるため、庁内関係課による協
議やみどり審議会における審議等を行い、次年度以降の施策・事業へ反映するPDCAサイクルの確立に取り組みま
す。

みどり審議会の報告事項
（進捗状況報告含む）

みどりの基本計画
連絡調整会議の開催

施策の実施内容について必要に応じて「茅ヶ崎市みどり審議会」による調査審議を行うとともに、実施状況を
報告し、市民に公表します。
茅ヶ崎市みどりの基本計画連絡調整会議による進行管理を行うとともに、自然環境庁内会議において自然環境
や生物多様性の保全などに関する情報共有や対応策を検討します。

事業量（実績）

担当課活動内容
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